
平成２８年度 岡山県日本型直接支払等推進委員会 次第

日時：平成28年5月18日（水）14:00～16:30

場所：ピュアリティまきび ２階 ルビーの間

１ 開 会

２ あいさつ

３ 協議等事項

(1) 平成２７年度多面的機能支払交付金の実施状況について

(2) 平成２７年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況について

(3) 平成２７年度環境保全型農業直接支払交付金の実施状況について

(4) その他

・岡山県農業振興地域整備基本方針について

４ 閉 会
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○ 施設の適正な管理を行うことで多面的機能の維持･発揮･増進が見込まれる。

○ 地域ぐるみの活動による集落機能の維持･強化が見込まれる。

○ 施設の管理を地域で支えて、担い手の負担軽減や規模拡大を後押しする。

○ 集落の共同活動等により、地域の活性化が図られる。

農地維持支払

多面的機能支払

対象者：農業者等により構成される活動組織

○ 農業・農村は、国土保全や水源かん養等の多面的機能を有しており、その利益は

広く県民全体が享受しているが、近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、こ

れまで地域の共同活動等によって支えられてきた多面的機能の維持や発揮に支障が

生じている。

○ また、地域の共同活動の困難化に伴い、水路、農道等の地域資源の維持管理に対

する担い手の負担が増大し、担い手の規模拡大が阻害されることも懸念されている。

多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 の 概 要

資源向上支払

農業･農村の多面的機能をめぐる現状と課題

水路の泥上げ

鳥獣害防止柵の設置

老朽化した水路の更新

対象者：農業者及び地域住民等で構成される活動組織

①施設の軽微な補修（農地･水路･道路･ため池）

②農村環境保全活動（生態系保全･景観形成 等）

③多面的機能の増進を図る活動

（鳥獣害緩衝帯の設置 等）

田 2,400円/10a
畑 1,440円/10a
草地 240円/10a

交 付 単 価
田 3,000円/10a
畑 2,000円/10a
草地 250円/10a

①水路の泥上げ、農道の砂利補充等の

基礎的保全活動

②農村の構造変化に対応した体制の拡充･強化

③保全管理構想の作成等

①施設の長寿命化のための活動

（水路や農道などの施設の更新）

（施設の老朽化部分の補修）

田 4,400円/10a
畑 2,000円/10a
草地 400円/10a

施設の長寿命化のための活動を支援

地域資源の質的向上を図る共同活動を支援

※ ５年以上経過した地区 及び 施設の長寿命化に併せて取組む場合は交付単価の75％

※ ③多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は交付単価の５/６

多面的機能を支える共同活動を支援

※ 農地維持支払と併せて取り組むことが必要

活動計画書に位置付けた「交付対象面積」により交付額を算定

［ 負担割合： 国 １/２ 、 県 １/４ 、 市町村 １/４ ］

期待される効果

※ 広域活動の条件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織は交付単価の５/６

※ 活動組織、１集落当たりの上限額は200万円
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【農地維持支払】 

 農地維持支払交付金とは、農地・農業用水等の地域資源について、地域共同で行う、水
路の草刈り、泥上げ、農道の砂利補充などの日常管理と、地域資源の適切な保全管理のた
めの体制づくり等の推進活動を行う組織に対する支援である。 
 

交付金額： 385,969千円（平成26年度: 324,078千円 対前年比：1.19倍） 

 平成26年度 

Ａ  

平成27年度 

Ｂ 

前年との差

Ｂ－Ａ 

対Ｈ26年度

Ｂ／Ａ 

市町村数 23 23 － － 

対象組織数 353 465 112 1.32倍 

取組面積（ha） 11,238 13,382 2,144 1.19倍 

カバー率 18.3％ 23.9％ 5.6％ 1.31倍 

          

  

○対象組織当たり平均面積:  28.8ha（全国平均: 77.4ha） 

○保全管理する施設: 水 路 3,843km 

           農 道 2,161km 

           ため池 1,236箇所 

○地目別取組状況: 田 11,897ha（89％）H26:9,938ha（88％） 

 （右図参照）  畑  1,480ha（11％）H26:1,296ha（12％） 

         草地    4ha（０％）H26:   4ha（０％） 

  

 

［市町村別の取組状況］ ※大きい順に 

○組 織 数: 吉備中央町 60組織、美咲町 51組織、津山市 50組織、鏡野町 46組織 

○取組面積: 岡山市 2,610ha、津山市 2,084ha、吉備中央町 1,259ha、美咲町 1,237ha 

○対象組織当たり平均面積: 笠岡市 125.8ha、井原市 100.3ha（最小: 高梁市 8.6ha） 

○カバー率: 奈義町 85％、美咲町 66％、吉備中央町 51％、久米南町 49％ 

○取り組みを行わない市町村: 総社市、浅口市、早島町、里庄町 

              ※総社市と浅口市は、平成28年度から実施予定あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下粒浦地域資源保全会 
（倉敷市） 

水路の泥上げ 

里公文活動組織 
（津山市） 

農道の砂利補充 

野谷地域農地保全組合 
（岡山市） 

農道清掃（畦畔の草刈り） 

田

11,897ha 

89%

畑

1,480ha 

11%

草地

4ha 

0%
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［参考：他県の状況（農振農用地に対するカバー率）］ 

 

【資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動）】 

 資源向上支払(地域資源の質的向上を図る活動)(以下｢資源向上支払(共同活動)｣とい
う。)とは、水路、農道等の施設の軽微な補修、生態系保全や景観形成等の農村環境の保
全活動等を行う組織に対する支援である。 
 

交付金額： 204,477千円（平成26年度: 177,771千円 対前年比：1.15倍） 

 

 

 

 

 

 

 

［市町村別の取組状況］ ※大きい順に 

○組 織 数: 吉備中央町 60組織、美咲町 51組織、岡山市 39組織、鏡野町 38組織 

 平成26年度 

Ａ 

平成27年度

Ｂ 

前年との差 

Ｂ－Ａ 

対Ｈ26年度

Ｂ／Ａ 

市町村数 20 21 1 1.05倍 

対象組織数 274 328 54 1.20倍 

取組面積（ha） 10,264 11,639 1,375 1.13倍 

カバー率 16.7％ 20.8％ 4.1％ 1.25倍 

全国平均カバー率 ５２％（H26:46％） 

岡山県 23.9％ 
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施設の軽微な補修（交付を受ける全組織が各施設の機能診断の結果に基づき実施【必須活動】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資源向上支払（施設の長寿命化のための活動）】 

 資源向上支払(施設の長寿命化のための活動)(以下｢資源向上支払(長寿命化)｣という。)
とは、老朽化した農業用用排水路等の施設の長寿命化のための補修・更新等を行う組織に
対する支援である。 
 

交付金額: 257,548千円（平成26年度: 244,637千円 対前年比：1.05倍） 

 

 

 

 

 

 

 

○対象施設（農地維持支払の対象施設の内）: 水路 124.7km、農道 77.8km、ため池 33箇所 

 ※高齢化に伴う労力軽減を図るため、ゲートの更新（樋板→巻揚げ→電動化）の要望が増えている。 

 

［市町村別の取組状況］ ※大きい順に 

○組 織 数: 吉備中央町 26組織、津山市25組織、鏡野町 25組織、美咲町 24組織 

○取組面積: 津山市 1,765ha、吉備中央町 875ha、美咲町 726ha、倉敷市 631ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成26年度 

Ａ 

平成27年度

Ｂ 

前年との差 

Ｂ－Ａ 

対Ｈ25年度

Ｂ／Ａ 

市町村数 17 17 － － 

対象組織数 163 180 17 1.10倍 

取組面積（ha） 6,046 6,687 641 1.11倍 

カバー率 9.8％ 11.9％ 2.1％ 1.21倍 

川戸集落農地守り隊 
（美作市） 

鳥獣害防止柵の補修 

浅海南環境保全協議会 
（矢掛町） 

ゲートの機能診断・補修 

可真下２支部資源保全活動組織 
（赤磐市） 

水路の補修 

紫竹会活動組織
（津山市） 

農道のコンクリート舗装 

北河環境保全協議会
（笠岡市） 

老朽化したゲートの更新 

大内地域資源保全会 
（備前市） 

老朽化した水路の更新 
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平成27年度 多面的機能支払交付金 市町村取組状況 

（農地維持支払） 
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農地維持支払 資源向上支払【共同活動】 資源向上支払【長寿命化】

交付対象面積（ha）
カバー
率 交付対象面積（ha） 交付対象面積（ha）

田 畑 草地 計 田 畑 草地 計 (％) 田 畑 草地 計 田 畑 草地 計
1,501 4 0 1,505 11% 9 1,501 4 0 1,505 9 0 0 0 0 0

岡山市 12,041 1,914 184 14,138 2,487 122 0 2,610 18% 42 2,444 122 0 2,566 39 0 0 0 0 0

19 0 0 19 2% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

玉野市 695 105 0 800 19 0 0 19 2% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 2 0 114 22% 6 54 2 0 56 1 70 2 0 72 3

備前市 443 57 8 508 135 3 0 139 27% 9 54 2 0 56 1 70 2 0 72 3

43 3 0 46 2% 1 43 3 0 46 1 0 0 0 0 0

瀬戸内市 1,642 640 7 2,289 68 3 0 70 3% 2 43 3 0 45 1 0 0 0 0 0

62 1 0 63 3% 2 62 1 0 63 2 0 0 0 0 0

赤磐市 2,100 411 0 2,511 62 1 0 63 3% 2 62 1 0 63 2 0 0 0 0 0

60 2 0 62 6% 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和気町 859 93 0 953 148 10 0 158 17% 10 41 1 0 42 1 0 0 0 0 0

890 170 0 1,060 43% 44 885 170 0 1,055 43 641 147 0 788 22

吉備中央町 1,934 443 69 2,446 1,078 181 0 1,259 51% 60 1,078 181 0 1,259 60 724 151 0 875 26

2,687 182 0 2,869 12% 68 2,545 180 0 2,725 56 711 149 0 861 25

備前局 19,714 3,662 268 23,644 3,997 320 0 4,317 18% 126 3,722 309 0 4,031 104 795 153 0 948 29

86 0 0 86 2% 2 0 0 0 0 0 224 0 0 224 6

倉敷市 2,408 1,154 0 3,561 234 0 0 234 7% 6 0 0 0 0 0 631 0 0 631 13

170 452 0 622 36% 3 170 452 0 622 3 0 452 0 452 1

笠岡市 708 1,032 5 1,745 176 454 0 629 36% 5 170 452 0 622 3 27 452 0 479 2

522 289 0 811 42% 8 522 289 0 811 8 139 67 0 206 5

井原市 1,083 786 59 1,929 520 283 0 802 42% 8 520 283 0 802 8 138 66 0 204 5

総社市 1,797 131 0 1,929

27 19 1 47 1% 4 20 19 1 40 3 8 3 1 12 1

高梁市 1,904 1,664 43 3,610 184 46 1 231 6% 27 32 20 1 54 5 8 3 1 12 1

247 20 2 270 7% 26 95 18 0 113 7 23 1 0 24 2

新見市 2,143 1,082 414 3,639 292 21 2 315 9% 31 95 18 0 113 7 23 1 0 24 2

浅口市 433 256 0 689

早島町 70 1 0 71

里庄町 42 20 0 62

418 24 0 442 45% 15 418 24 0 442 15 97 11 0 109 2

矢掛町 756 93 123 971 418 24 0 442 46% 15 418 24 0 442 15 97 11 0 109 2

1,470 805 3 2,277 13% 58 1,225 802 1 2,028 36 490 535 1 1,026 17

備中局 11,343 6,219 643 18,206 1,824 827 3 2,654 15% 92 1,234 797 1 2,033 38 924 533 1 1,458 25

1,900 76 0 1,976 46% 40 1,817 74 0 1,891 29 1,606 64 0 1,670 21

津山市 3,829 344 148 4,321 2,005 79 0 2,084 48% 50 1,881 77 0 1,958 33 1,694 72 0 1,765 25

366 13 0 379 7% 18 366 13 0 379 18 55 2 0 57 3

真庭市 3,507 608 1,099 5,213 374 13 0 388 7% 19 366 13 0 379 18 55 2 0 57 3

177 6 0 184 7% 11 177 6 0 184 11 127 4 0 131 8

美作市 2,417 309 9 2,734 177 6 0 184 7% 11 177 6 0 184 11 127 4 0 131 8

112 3 0 115 34% 9 59 0 0 59 4 54 3 0 57 4

新庄村 195 13 127 335 112 3 0 115 34% 9 59 0 0 59 4 54 3 0 57 4

767 28 0 795 46% 45 712 27 0 739 38 375 18 0 393 25

鏡野町 1,508 36 185 1,729 773 28 0 801 46% 46 710 27 0 737 38 375 18 0 392 25

136 15 0 152 12% 8 56 13 0 69 3 29 12 0 41 2

勝央町 947 347 0 1,295 315 32 0 348 27% 16 56 13 0 69 3 29 12 0 41 2

604 0 0 604 85% 18 527 0 0 527 14 587 0 0 587 17

奈義町 672 36 0 708 604 0 0 604 85% 18 527 0 0 527 14 587 0 0 587 17

11 0 0 11 7% 1 11 0 0 11 1 0 0 0 0 0

西粟倉村 153 3 0 156 11 0 0 11 7% 1 11 0 0 11 1 0 0 0 0 0

574 66 0 640 49% 26 358 56 0 414 13 441 58 0 499 17

久米南町 1,065 213 14 1,292 571 69 0 640 49% 26 358 56 0 414 13 465 60 0 525 18

1,135 102 0 1,237 66% 51 1,135 102 0 1,237 51 681 44 0 726 24

美咲町 1,526 194 144 1,863 1,135 102 0 1,237 66% 51 1,135 102 0 1,237 51 681 44 0 726 24

5,782 310 0 6,092 31% 227 5,218 292 0 5,511 182 3,954 205 0 4,159 121

美作局 15,818 2,103 1,726 19,646 6,076 333 0 6,410 33% 247 5,280 295 0 5,576 186 4,066 215 0 4,281 126

9,938 1,296 4 11,238 18.3% 353 8,988 1,274 2 10,264 274 5,155 889 1 6,046 163

岡山県 46,875 11,984 2,637 61,496 11,897 1,480 4 13,382 23.9% 465 10,236 1,401 2 11,639 328 5,783 901 1 6,687 180

※ 農振農用地面積は平成26年12月、岡山県農林水産部農村振興課 調べ 

市町村名
農振農用地面積（ha）

多面的機能支払の市町村別　実施状況

地
区
数

地
区
数

地
区
数

※ 単市一括交付金を学区単位でＨ26から交付。重複した交付は混乱するので断念。H28以降は実施予定。

※ 現在のところ取組予定はない。状況を見ながら、Ｈ28以降で検討したい。

※ H27までの取組はないが、Ｈ28から市全域の農地を対象とした「広域組織」で取組予定。

※ 現在のところ取組予定はない。状況を見ながら、Ｈ28以降で検討したい。

上段（26年度実績）

下段（27年度実績）
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中山間地域等直接支払交付金の実施状況 

平成２７年度

平成２８年６月

岡山県農林水産部



１　協定の概要
 (1) 市町村促進計画の策定、協定締結市町村

協定締結
有

(25)

未締結
(0)

   注）「対象地域」は、直接支払の対象地域（全域又は一部）を有する市町村

 (2) 協定締結数

(3) 協定の平均的な姿

参加農業者
数(人)

交付面積
（ｈａ）

交付金額
（千円）

15.7 9.1 1,358

基礎単価 13.0 7.2 883

体制整備単価 16.6 9.9 1,556

5.5 860

15.5 9.0 1,350

　注）交付金額は、個人配分と共同取組活動への配分額の合計である。

－１－

55 68

60 94

59

86集　落　協　定

87

個　別　協　定

全 協 定 平 均

58

区　　分 交付面積
（ａ）

交付金額
（千円）

協　　定　　平　　均 参加農業者平均

非対象地域　　(2)

　協定締結数は、平成２６年度に比べて９７協定、６．９％減少し、１,３０１協定と
なった。個別協定については、６協定増加し、２１協定となっている。

平成２７年度中山間地域等直接支払制度の実施状況

区　　　　分

促進計画
策 定 済

(25)

対象
地域
(25)

　直接支払対象農用地を有する２５市町村すべてで市町村促進計画が策定され、協定活動
が展開されている。

市　　町　　村　　名

岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、
吉備中央町、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、
高梁市、新見市、浅口市、矢掛町、津山市、真庭市、
美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

　－

早島町、里庄町

○ 協定締結市町村：２５市町村           ○ 協定締結数：１,３０１協定 
○ 交付金交付面積：１１,７７３ha        ○ 交付金額  ：１,７５６百万円 
○ 集落協定の参加農業者：２０,１２３人 

１期対策 ２期対策 ３期対策 

1,313  

1,646  

1,358 
1,448 

1,311 
1,376 1,383 

1,280 

12  

14  

8 
10 

13 
15 15 

21 

0

500

1,000

1,500

2,000

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

協
 
定
 
数
 

 

個別協定 集落協定 

 年度 

４期対策 



交付面積 対象農用地面積 交付金額

(ha) (ha) （千円）

11,284 15,067 1,726,873

急傾斜地 6,388 8,435 1,306,491

小区画･
不整形 0 0 0

緩傾斜地 4,473 5,511 341,528

高齢化率･
耕作放棄率 0 0 0

422 1,121 78,854

464 829 28,767

急傾斜地 152 213 16,911

緩傾斜地 296 518 10,156

高齢化率･
耕作放棄率 0 0 0

15 98 1,699

21 96 677

急傾斜地 1 3 135

緩傾斜地 19 93 543

高齢化率･
耕作放棄率 0 0 0

0 0 0

5 33 47

急傾斜地 5 5 45

緩傾斜地 1 28 2

0 0 0

11,773 16,024 1,756,364

単位未満四捨五入のため、計とその内訳の合計は一致しない場合がある。

対象農用地面積は、対象農用地の基準に該当する農用地のうち市町村が促進計画に定めた農用地面積

８法外特認

８法外特認

８法内

畑　②

－２－

　計　①+②+③+④

草地　③

採草放牧地　④

８法内

８法外特認

区　　　分

２　協定農用地の地目別・基準別の面積及び交付金額

８法内

８法外特認

８法内

田　①



単位：件、人、ha、千円

うち
体制
整備

うち
体制
整備

うち
体制
整備

基礎
単価
面積

体制
整備
単価
面積
(B)

体制
整備

単価率
(B)/(A)

岡山市 48 32 1 1 49 33 687 300 6 306 78 228 74% 42,231 1,215 43,446

玉野市 1 1 1 1 13 2 2 2 100% 475 475

備前市 13 9 13 9 239 88 88 28 60 68% 14,298 14,298

瀬戸内市 2 2 10 3 3 3 445 445

赤磐市 44 19 44 19 819 510 510 308 202 40% 84,562 84,562

和気町 36 19 36 19 430 173 173 84 89 52% 32,424 32,424

吉備中央町 177 143 14 14 191 157 2,342 1,642 85 1,727 206 1,521 88% 262,311 14,295 276,606

小計(7) 321 223 15 15 336 238 4,540 2,718 90 2,809 706 2,103 75% 436,746 15,510 452,256

倉敷市 4 4 39 11 11 11 1,676 1,676

笠岡市 6 6 6 6 101 19 19 19 100% 3,980 3,980

井原市 7 7 7 7 137 62 62 62 100% 11,388 11,388

総社市 8 5 8 5 84 46 46 21 25 55% 8,814 8,814

高梁市 127 72 3 2 130 74 1,727 968 17 985 347 638 65% 158,469 1,116 159,585

新見市 111 71 1 1 112 72 1,351 875 2 877 244 633 72% 113,303 433 113,736

浅口市 1 1 1 1 16 12 12 12 100% 1,405 1,405

矢掛町 16 5 16 5 244 83 83 59 24 29% 13,422 13,422

小計(8) 280 167 4 3 284 170 3,699 2,076 19 2,095 682 1,413 67% 312,457 1,549 314,005

津山市 128 111 1 1 129 112 2,293 1,327 6 1,333 133 1,200 90% 209,894 912 210,806

真庭市 177 88 177 88 3,174 1,577 1,577 732 844 54% 183,836 183,836

美作市 80 41 1 1 81 41 1,675 860 1 861 321 539 63% 110,144 88 110,232

新庄村 15 15 15 15 177 170 170 170 100% 25,948 25,948

鏡野町 100 95 100 95 976 556 556 24 531 96% 85,113 85,113

勝央町 11 11 11 11 151 54 54 54 100% 11,293 11,293

奈義町 19 19 19 19 848 603 603 603 100% 66,242 66,242

西粟倉村 20 20 20 20 259 112 112 112 100% 16,007 16,007

久米南町 36 29 36 29 851 678 678 84 595 88% 122,107 122,107

美咲町 93 85 93 85 1,480 926 926 35 891 96% 158,519 158,519

小計(10) 679 514 2 2 681 516 11,884 6,862 7 6,869 1,330 5,540 81% 989,103 1,000 990,103

 県計 (25) 1,280 904 21 20 1,301 924 20,123 11,657 116 11,773 2,718 9,055 77% 1,738,306 18,059 1,756,364

注）集落協定参加農業者数は延べ数

　　単位未満四捨五入のため、計とその内訳の合計は一致しない場合がある

備
 

中

美
 

作

－３－

個別
協定

計

(ha)

(A)

集落
協定

個別
協定

計

(千円)

備
 

前

３　市町村別協定数・交付面積・交付金額等

基本方針
策定市町村

協定数

集落協定
参加

農業者数

（人）

交付面積 交付金額

集落
協定

個別
協定

計
集落
協定



４　集落協定における農業生産活動等の実施状況

 (1) 集落マスタープランの内容

1.0%

①　機械・農作業の共同化等営農組織の育成

②　高付加価値型農業

③　農業生産条件の強化

④　担い手への農地集積

11.6%149

1.7%

5.2%67⑤　担い手への農作業の委託

⑥　新規就農者等による農業生産

⑦　地場産農産物等の加工・販売

31

84.6%

1.2%

22

13

全協定に占める割合

1083⑨　共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備

協　定　数活 動 項 目

－４－

5.2%67

⑧　消費・出資の呼び込み

将来像を実現するための活動方策
　共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備に取り組んだ協定が1,083協
定(84.6%)と最も多く、次いで機械・農作業の共同化等営農組織の育成が149協
定(11.6%)となっている。
　「その他」の活動項目は、農地の効率的利用、鳥獣被害防止対策等である。

⑩　その他

71

31

15

2.4%

5.5%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 機械・農作業の共同化等営農組織の育成 

② 高付加価値型農業 

③ 農業生産条件の強化 

④ 担い手への農地集積 

⑤ 担い手への農作業の委託 

⑥ 新規就農者等による農業生産 

⑦ 地場産農産物等の加工・販売 

⑧ 消費・出資の呼び込み 

⑨ 共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備 

⑩ その他 

表中の（ ）は18年度、全集落協+定は１，４表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，４

表中の（ ）は18年度、全集落協定は１，４３

表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，４４８協



 (2) 耕作放棄の防止等の活動

①賃借権設定・農作業の委託

②既耕作放棄地の復旧

③既耕作放棄地の林地化

④既耕作放棄地の保全管理　

⑤農地の法面管理

⑥柵、ネット等の設置(鳥獣被害防止対策等)

⑦限界的農地の林地化

⑧簡易な基盤整備

⑨担い手の確保

⑩地場農産物の加工・販売

⑪土地改良事業

⑫自然災害を受けている農用地の復旧

⑬地目変換

⑭その他

 (3) 水路・農道等の管理活動

①水路管理

②農道管理

③その他施設の管理

－５－

16
6

1.3%
0.5%

1,262

　水路管理及び農道管理活動については、ほとんどの協定が実施した。

3

活 動 項 目

99.5%

24

98.6%

全協定に占める割合

0.2%

38

協 定 数

　柵、ネット等の設置（鳥獣害被害防止対策等）を実施した協定が882(68.9%)
と最も多く、次いで、農地の法面管理729協定(57.0%)、賃借権設定・農作業の
委託251協定(19.6％)の順となっている。

活 動 項 目 協 定 数 全協定に占める割合

0

882

0

0

0.0%

1,273

0.0%

729 57.0%

0

251

0
7

19.6%

3.0%

68.9%
0.0%

1.9%

0.5%
0.0%

0.0%

0.9%12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①賃借権設定・農作業の委託 

②既耕作放棄地の復旧 

③既耕作放棄地の林地化 

④既耕作放棄地の保全管理  

⑤農地の法面管理 

⑥柵、ネット等の設置(鳥獣被害防止対策等) 

⑦限界的農地の林地化 

⑧簡易な基盤整備 

⑨担い手の確保 

⑩地場農産物の加工・販売 

⑪土地改良事業 

⑫自然災害を受けている農用地の復旧 

⑬地目変換 

⑭その他 

表中の（ ）は18年度、全集落協+定は１，４

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①水路管理 

②農道管理 

③その他施設の管理 

表中の（ ）は26年度で全集落協定は１，３８３協

表中の（ ）は26年度で全集落協定は１，３８３協



 (4) 多面的機能を増進する活動

①周辺林地の下草刈

②土壌流亡に配慮した営農

③棚田オーナー制度

④市民農園等の開設・運営

⑤体験民宿(ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ)

⑥景観作物の作付け

⑦魚類・昆虫類の保護

⑧鳥類の餌場の確保

⑨粗放的畜産

⑩堆きゅう肥の施肥

⑪拮抗作物の利用

⑫合鴨・鯉の利用

⑬輪作の徹底

⑭緑肥作物の作付け

⑮その他活動

－６－

2

109

0.5%

8.5%

0

0.7%

0.1%

10

9

0.9%

0.8%

0.0%

3

0.0%

0.2%

0.2%

0

0.5%

全協定に占める割合

　周辺林地の下草刈を実施した協定が1,019協定(79.6％)と最も多く、次い
で、景観作物の作付け203協定(15.9％)、堆きゅう肥の施肥109協定(8.5％)の
順になっている。

協　定　数活 動 項 目

1

15.9%

79.6%

7

1,019国土保全機能
を高める取組

0.1%保健休養機能
を高める取組

203

7

11

0 0.0%

1

自然生態系の
保全に資する
取組

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①周辺林地の下草刈 

②土壌流亡に配慮した営農 

③棚田オーナー制度 

④市民農園等の開設・運営 

⑤体験民宿(ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ) 

⑥景観作物の作付け 

⑦魚類・昆虫類の保護 

⑧鳥類の餌場の確保 

⑨粗放的畜産 

⑩堆きゅう肥の施肥 

⑪拮抗作物の利用 

⑫合鴨・鯉の利用 

⑬輪作の徹底 

⑭緑肥作物の作付け 

⑮その他活動 



 (1) 農用地等保全マップに関する事項

①農地法面、水路・農道等補修・改良

②既耕作放棄地復旧又は林地化

③農作業共同化又は受委託等

⑥その他将来に向けた適正な農用地保全

５　集落協定における農業生産活動等の体制整備の実施状況(体制整備単価が交付される活動)

314

⑤農地の保全活動を行う担い手、活動内容、活動農用地

0.2%④自己施工の箇所、整備内容、受益農地

－７－

34.7%

0.0%

63.6%

7

0

0.8%

87 9.6%

2

　体制整備単価が交付される活動に取り組んだ904集落協定中、農地法面、水
路・農道等補修・改良に取り組んだ協定が575(63.6%)と最も多く、次いで、
その他将来に向けた適正な農用地保全314協定(34.7%)、農作業共同化又は受
委託等87協定(9.6%)などの順になっている。なお、その他将来に向けた適正
な農用地保全では、鳥獣害防止対策、機械・施設の維持管理等に取り組ん
だ。

作 成 内 容 協 定 数
全体制整備単価協
定に占める割合

575

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①農地法面、水路・農道等補修・改良 

②既耕作放棄地復旧又は林地化 

③農作業共同化又は受委託等 

④自己施工の箇所、整備内容、受益農地 

⑤農地の保全活動を行う担い手、活動内容、活動農用地 

⑥その他将来に向けた適正な農用地保全 



(2)体制整備単価の取組内訳

①(ｱ)新規就農者等の確保(新規就農者)

①(ｲ)新規就農者等の確保(認定農業者等)

②地場農産物等の加工・販売

③消費・出資の呼び込み

全取組協定で有効
に機能

－８－

0 0.0%

Ｃ 集団的かつ持続可能な体制整備 896 99.1%

6 0.7% 1協定
Ｂ

6 0.7% 3人

0 0.0%

⑤(ｲ)担い手への農作業の委託（30%増加目標） 0 0.0%

⑤(ｱ)担い手への農作業の委託（10%増加目標） 2 0.2% 3ha

④担い手への農地集積 3 0.3% 2ha

(

選
択
要
件
2
つ
以
上

)

①
ｲ
、

⑤
ｲ
は
1
つ
以
上

②高付加価値型農業の実践 0 0.0%

③農業生産条件の強化 0 0.0%

18ha

①(ｲ)機械・農作業の共同化（30%増加目標） 2 0.2% 5ha
Ａ

①(ｱ)機械・農作業の共同化（10%増加目標） 8 0.9%

Ｃ要件の集団的かつ持続可能な体制整備に取り組んだ協定が896協定(99.1%)、次いで
機械・農作業の共同化(10%増加目標)が8協定(0.9%)となっている。

要件 活動項目 協定数
全体制整備単価協定

に占める割合
備考
(実績)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①(ｱ)機械・農作業の共同化（10%増加目標） 

①(ｲ)機械・農作業の共同化（30%増加目標） 

②高付加価値型農業の実践 

③農業生産条件の強化 

④担い手への農地集積 

⑤(ｱ)担い手への農作業の委託（10%増加目標） 

⑤(ｲ)担い手への農作業の委託（30%増加目標） 

①(ｱ)新規就農者等の確保(新規就農者) 

①(ｲ)新規就農者等の確保(認定農業者等) 

②地場農産物等の加工・販売 

③消費・出資の呼び込み 

集団的かつ持続可能な体制整備 C 

B 

A 



○集落内の農作業受委託で米づくり支援

○集落ぐるみの農村環境保全

○３つの集落協定を統合して品質向上と省力化

 

取　組　活　動　事　例

　
－９－

 
 農業者の高齢化に対応するため、農業用機械・
施設（防除機、乾燥調製施設）を整備し、水稲の
作業受託を実施している。近年、農業者から乾
燥・調製作業の要望が増えていることから、今後、
施設の増設も予定している。 
  
【主な取組実績】 
  ○ 農作業の受託面積   防除作業    12ha 
                                            収穫        4ha 
                    乾燥・調製        45t 

  わ   だ 

 和 田 集落協定（吉備中央町）                    
     協定面積：37.0ha 交付金額：745万円 

受託組織による防除作業 

 
 H26年度に近隣の３つの集落で「農事組合法人
アグリ津々」を設立し、H27年度には集落協定も
１つに統合した。 
 アグリ津々では、ＷＣＳ用稲の栽培や、深耕に
よる土づくりを進め、また、自走式草刈機の導入
による畦畔管理の省力化にも取り組んでいる。 
  
【主な取組実績】 
       ○ 農事組合法人の経営面積  12ha 
       ○ ＷＣＳ用稲の栽培        3ha  
 

  つ    つ  

 津 々 集落協定（高梁市）                    
     協定面積：23.6ha 交付金額：340万円 

共同作業（草刈り） 

深耕による土づくり 

 

 農業者と地域住民が一体となり、農業者には負

担の大きい急傾斜での草刈り作業を軽減するため、

防草シートの設置を進めている。 

 また、毎年、子ども達との川辺の生きもの調査

やコスモスを栽培するなど、農村の環境保全に向

けた取組も行っている。 

  
【主な取組実績】 
  ○ 防草シート設置        60m 
   ○ 川辺の生きもの調査（メダカ、ドジョウなど） 
   ○ 景観形成作物の導入 
   
 

  か  ま しも に しぶ 

 可 真 下 ２支部  集落協定（赤磐市）                    
     協定面積：6.8ha 交付金額：143万円 

米乾燥調製施設 

生きもの調査 

WCS用稲の栽培 

防草シート設置 

コスモスによる景観形成 

畦畔の省力的管理（自走式草刈機、ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽ植付け） 



資料Ｎｏ．３

平成２８年度

岡山県日本型直接支払等推進委員会資料

平成２７年度

環境保全型農業直接支払交付金の

実施状況

平成２８年５月

岡山県農林水産部



（参考）農地・水・環境保全向上対策の営農活動支援交付金及び環境保全型農業直接
支払交付金の実施面積の推移

○ 環境保全型農業直接支払交付金の実施件数、実施面積、市町村数

○ 平成27年度の環境保全型農業直接支払交付金の実施面積は７万７千ヘクタールであり、平成26年度に比べて１万９千ヘクター
ル増加。

○ 平成27年度より支援対象の要件を農業者個人から農業者の組織する団体等に変更したため、実施件数は減少しているが、
一方で制度への理解が進み、実施面積は大幅に増加。

○ H22～27年度（見込み）の実施市町村数の推移

※ H22年度は
農地・水・環境
保全向上対策
の営農活動支
援交付金の取
組市町村数、
H23年度は経
過措置を除く
環境保全型農
業直接支援対
策の取組市町
村数

実施件数 実施面積(ha) 市町村数

H23年度 6,622 17,009 773

H24年度 12,985 41,439 885

H25年度 15,240 51,114 918

H26年度 15,920 57,744 931

H27年度（見込み） 4,097 76,863 872

○ H27年度の支援対象取組別の実施面積（見込み）割合

カバークロップ
13,612ha

18%

堆肥の施用
17,483ha

23%

有機農業
13,541ha

18% 地域特認取組
32,226ha

42%

※地域特認取組の内訳
IPMを実践する取組：16,341ha  等
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H19-H23農地・水・環境保全向上対策のうち営農活動支援交付金

（H23経過措置（先進的営農活動支援交付金））
H23～環境保全型農業直接支払交付金

470
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75千ha

84千ha
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51千ha

77千ha

58千ha

１７

１７ 環境保全型農業直接支払の取組状況



〇２７年度の中国四国地域における取組別の実施面積（見込み）割合（平成２８年１月末現在） 
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中国四国地域
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中国地域

カバークロッ

プ, 14%

堆肥の施用, 
11%

有機農業, 59%

地域特認, 16%

四国地域



平成 27年度環境保全型農業直接支払交付金取組内容 

１ 取組状況  

 ○取組市町村数      １８市町村 
 ○交付件数        ５１件 
 ○取組面積     ２２５ｈａ 
 ○交付金額  １７，５２５千円 
 ○取り組み主体 有機農産物の生産集団、集落営農組織、地域の稲作研究会等 
 

２ 取組作物 （Ｈ２８．１月末現在） 

  取組面積：水稲 190ha(82%)、麦・豆類 8ha(4%)、いも・野菜類 26ha(11%) 
果樹・茶 1ha(0.3%)、花き・その他(そば等)6ha(3%) 

（％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ 対象活動の状況  

         ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ 100ha(44%)、有機農業 113ha(50%)、堆肥 12ha(6%) 
 （％） 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
４ 取組状況の変遷  

項  目 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 
交付件数(件) ６３ ９４ ９３ ９２ ５１ 

取組面積(ha) ９２ １７１ １９８ １９６ ２２５ 

交付金額(千円） 7,263 13,656  15,691 15,495 17,525 
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平成２６年度との取組面積対比 
 
１ 作物別 
 
   (ha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 取組別 
 
      (ha) 
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備前 県民局　Ｈ２７ 1,471 450 1,496 3,602 0 0 0 7,019

Ｈ２６ 1,207 451 2,078 1,746 0 0 0 5,482

比較増減 264 -1 -582 1,856 0 0 0 1,537

備中 県民局　Ｈ２７ 2,676 0 2,599 1,797 0 0 0 7,072

Ｈ２６ 2,285 0 2,002 802 0 0 0 5,089

比較増減 391 0 597 995 0 0 0 1,983

美作 県民局　Ｈ２７ 5,802 761 1,298 506 0 0 0 8,367

Ｈ２６ 6,923 0 1,506 585 0 0 0 9,014

比較増減 -1,121 761 -208 -79 0 0 0 -647

9,949 1,211 5,393 5,905 0 0 0 22,458

　Ｈ２６ 10,415 451 5,586 3,133 0 0 0 19,585

-466 760 -193 2,772 0 0 0 2,873

ｶﾊﾞｰ
ｸﾛｯﾌﾟ

堆肥
の施
用

有機農業
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ
ﾏﾙﾁ

対象活動取組面積（a）

県計　Ｈ２７

比較増減

草生
栽培

合計

平成２７年度環境保全型農業直接支払交付金　取組面積　対Ｈ２６

県民局
水田
内
ビオ
トープ

JAS
JAS
以外



備前 岡山市 0 0 1,278 1,906 0 0 0 3,184 0.23% 2,547,200

備前市 0 0 99 0 0 0 0 99 0.19% 79,200

瀬戸内市 185 0 65 1,642 0 0 0 1,892 0.83% 1,513,600

和気町 261 0 54 54 0 0 0 369 0.39% 295,200

吉備中央町 1,025 450 0 0 0 0 0 1,475 0.60% 1,018,000

県民局計 1,471 450 1,496 3,602 0 0 0 7,019 0.30% 5,453,200

備中 倉敷市 1,492 0 1,217 1,687 0 0 0 4,396 1.23% 3,516,800

井原市 0 0 160 0 0 0 0 160 0.08% 128,000

総社市 914 0 807 0 0 0 0 1,721 0.89% 1,371,800

高梁市 0 0 259 0 0 0 0 259 0.07% 207,200

早島町 270 0 26 0 0 0 0 296 4.19% 236,800

矢掛町 0 0 130 110 0 0 0 240 0.25% 192,000

県民局計 2,676 0 2,599 1,797 0 0 0 7,072 0.49% 5,652,600

美作 津山市 1,411 0 320 400 0 0 0 2,131 0.49% 1,704,800

真庭市 232 379 570 0 0 0 0 1,181 0.23% 808,360

新庄村 1,007 0 252 106 0 0 0 1,365 4.07% 1,092,000

鏡野町 0 382 0 0 0 0 0 382 0.22% 168,080

奈義町 1,372 0 0 0 0 0 0 1,372 1.94% 1,097,600

久米南町 367 0 156 0 0 0 0 523 0.40% 418,400

美咲町 1,413 0 0 0 0 0 0 1,413 0.76% 1,130,400

県民局計 5,802 761 1,298 506 0 0 0 8,367 0.36% 6,419,640

9,949 1,211 5,393 5,905 0 0 0 22,458 0.37% 17,525,440

交付金額
（円）

※　カバー率は、農振農用地面積に占める取組面積の割合（農振農用地面積は、H26.12.1現在。農村振興課調べ）

県計

水田内
ビオ
トープ

平成２７年度環境保全型農業直接支払交付金　取組一覧

県民局 市町村 ｶﾊﾞｰ
ｸﾛｯﾌﾟ

堆肥
の施
用

有機農業
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ
ﾏﾙﾁJAS

JAS
以外

H28.5.11

カバー率
(%)(※)

対象活動取組面積（a）

草生
栽培

合計



【取組事例】

１ 組織名

奈義町エコファーマー連絡協議会

２ 組織の概要

（１）構成員数 ３１名

うち、環境保全型農業直接支払制度への取組は、水稲生産者 １５名

３ 環境直払制度の取組概要

（１）作 目 水 稲

（２）取組面積 約１５ｈａ

（３）取組内容

①土づくり技術

菜の花（緑肥）のすき込みによる土づくり

②化学肥料の低減技術

奈義有機センターのたい肥施用及び肥効調節型肥料の局所施用

③化学合成農薬の低減技術

温湯種子消毒技術の導入

※上記、①、②、③の技術により、化学肥料・化学合成農薬を地域慣行の

５割以上低減

４ その他

（１ 「那岐山麓菜の花米」として販売しており 「ふるさと納税の返礼品」や） 、

「奈義町ふるさと特産便」に活用され、奈義町のＰＲに役立っている。

（２）緑肥として作付けされている菜の花は、春先には那岐山麓を彩り、観光客

の集客に役立っている。

（３）平成２８年度からは、菜の花米栽培ほ場を活用して 「菜の花まつり」を、

実施している。

「那岐山麓菜の花米」栽培ほ場 菜の花米袋用ラベル
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1 北 海 道 11,546 2 1,130,000 1.02% 20 
2 青 森 834 18 149,100 0.56% 29 
3 岩 手 6,077 4 143,100 4.25% 6 
4 宮 城 4,191 5 124,800 3.36% 8 
5 秋 田 1,218 15 143,900 0.85% 25 
6 山 形 7,594 3 116,000 6.55% 3 
7 福 島 1,858 11 138,100 1.35% 14 
8 茨 城 470 24 168,400 0.28% 39 
9 栃 木 2,548 8 121,200 2.10% 11 
10 群 馬 133 39 69,300 0.19% 42 
11 埼 玉 174 37 75,000 0.23% 41 
12 千 葉 607 20 123,100 0.49% 31 
13 東 京 - - 7,030 - -
14 神 奈 川 9 45 19,000 0.05% 45 
15 新 潟 138 38 162,500 0.08% 44 
16 富 山 481 23 56,700 0.85% 24 
17 石 川 260 33 40,900 0.64% 27 
18 福 井 3,730 6 39,600 9.42% 2 
19 山 梨 688 19 23,400 2.94% 10 
20 長 野 1,322 14 99,100 1.33% 15 
21 岐 阜 2,889 7 53,500 5.40% 4 
22 静 岡 299 31 65,400 0.46% 34 
23 愛 知 407 28 73,200 0.56% 30 
24 三 重 274 32 57,300 0.48% 33 
25 滋 賀 15,693 1 50,300 31.20% 1 
26 京 都 503 22 29,100 1.73% 13 
27 大 阪 12 44 12,600 0.10% 43 
28 兵 庫 2,107 9 68,700 3.07% 9 
29 奈 良 58 43 20,100 0.29% 38 
30 和 歌 山 87 42 32,100 0.27% 40 
31 鳥 取 374 29 32,000 1.17% 17 
32 島 根 1,538 13 34,200 4.50% 5 
33 岡 山 231 34 60,200 0.38% 36 
34 広 島 525 21 50,800 1.03% 19 
35 山 口 467 25 43,700 1.07% 18 
36 徳 島 124 40 29,200 0.42% 35 
37 香 川 97 41 28,800 0.34% 37 
38 愛 媛 227 35 47,200 0.48% 32 
39 高 知 226 36 26,600 0.85% 23 
40 福 岡 942 17 80,500 1.17% 16 
41 佐 賀 317 30 50,400 0.63% 28 
42 長 崎 1,800 12 45,300 3.97% 7 
43 熊 本 1,863 10 106,000 1.76% 12 
44 大 分 448 26 52,500 0.85% 22 
45 宮 崎 418 27 64,500 0.65% 26 
46 鹿 児 島 1,054 16 113,500 0.93% 21 
47 沖 縄 4 46 37,300 0.01% 46 

全 国 計 76,863 4,315,230 1.78%

資料： 平成２７年度環境保全型農業直接支払交付金の都道府県別取組状況（見込み）　H28.3.1農林水産省
耕地面積及び耕地の拡張・かい廃面積（2016.2.17公表）本地・けい畔別耕地面積　田畑計　農林水産省

平成２７年度都道府県別取組状況

カバー率
順位

耕地面積(ha)
（田・畑計）

（本地）
取組面積(ha)番号

取組面積
順位

カバー率
都 道 府

県



 
 

「岡山県農業振興地域整備基本方針（案）」に係る意見の概要（有識者） 

 

平成 28 年２月 10日に直接支払等推進委員会を開催し、学識経験者を含む委

員から意見聴取を行ったが、委員及び意見の概要は以下のとおり。 

 

 【岡山県直接支払等推進委員会委員】 

氏  名 職       名 

  横溝 功（委員長）   岡山大学大学院環境生命科学研究科・教授（農学部） 

 九鬼 康彰   岡山大学大学院環境生命科学研究科・准教授（環境理工学部） 

  小松原 竜司   山陽新聞論説委員会・委員 

  内田 千栄   元 県６次産業連携コーディネーター 

  江草 聡美   ㈱バイトマーク シニア野菜ソムリエ   

  中川 初美   (一社)岡山県婦人協議会・副会長  

  西村 宰   (一財)岡山経済研究所 主任研究員 

  吉澤 威人   岡山県商工会連合会 会長 

 

＜有識者からの御意見等と県の考え方＞ 

           

【全体・面積】    

番

号 
御意見等 県の考え方 

１ 

確保すべき農用地区域内農地面積の目標

について、減少率が国（99.5％）より県

（94.6％）は大きいが、この勢いで減少

させてよいのか。 

 

 

県の確保すべき農用地区域内農地の面積目標

は、国が平成 27 年 12 月に変更した「農用地等

の確保等に関する基本指針（以下「国基本指針」

という。）」の中で定められた都道府県の設定基

準である「都道府県が定める確保すべき農用地

等の面積の設定基準」に基づき、農林水産大臣

と協議を行った上で設定しています。 

こうした結果、本県の面積目標は、国に比べ

て大きく減少していますか、農振制度は大変重

要であると認識しており、この制度の適切な運

用を図り、県目標の達成ができるよう、優良農

地の確保に努めてまいります。 

２ 

県面積目標は減少計画になっている

が、農業による地方創生を織り込んだ強

気の目標設定をしてはどうか。 

３ 

岡山県が面積目標を 10 年後に３千 ha

の減少として大丈夫か。農振農用地区域

が最も有効な農地の保全手法であること

も再確認する必要がある。 

４ 

県の面積目標について、県南県北部の

事情を加味して設定してはどうか。 

 

 

※県の目標は、市町村へ意見照会を行った上

で設定していることから、可能な範囲で県内市

町村の事情を反映しているものと考えており

ます。 
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５ 

農地転用による優良農地の喪失という

のは実際にあると思う。優良農地は開発

しやすい立地条件を有していることもあ

る。変更案（第１章第１の２（３））で可

能な限り優良農地を確保するとしている

が、柔軟に考えて結果的に効率的な非農

業的土地活用を目指すということになら

ないか。もっと強気に農地の確保を打ち

出してはどうか。 

表現としましては、従前の書き方を踏襲して

いますが、農振農用地は、現行法では原則とし

て転用できない取扱いになっておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

 

６ 

面積目標について、市町村から積み上

げたものでないということだが、国から

割当られた面積を、県は市町村に割り振

ったというものか。 

 

現行の農振法には、市町村に面積目標を義務

付ける規定はありませんが、農業振興地域制度

は国・県・市町村が一体となって優良な農地を

確保するものであると考えております。 

７ 

食料自給率を上げるためにはどうすれ

ばいいのか。 

 

 

 

 

食料自給率の向上には消費面での意識啓発

など、幅広い視点での取組が必要と考えます。

県基本方針で、重点作目別の構想を掲げてお

り、各市町村が、地域に適した営農を推進でき

るよう支援していきたいと考えます。 

 

８ 

岡山県農地中間管理機構の文章の中で

集積・集約化が追加されているが、集積・

集約化の意味の違いを教えてほしい。 

 

 

集積とは、経営規模を拡大するために農地を

集めて借りることであり、集約化とは、農 地

を耕作しやすいようまとまった形にして貸し

出すことです。 

 

９ 

また、集積率の１８．３％の分母と分

子は何か。 

 

分母は耕地面積（67,900ha）で、分子は認定 

農業者等が借りている面積（12,452ha）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第 1章】 

番

号 
御意見等 県の考え方 

10 

第２農業上の土地利用の基本的方向 

南部農業地帯と中北部農業地帯とに分

けて記載するのであれば、地域の特色に

応じて、振興方針にメリハリを付けて特

徴的な記載としてはどうか。また、この

基本方針全体として、岡山県の独自色が

薄いのではないか。独自色があるのは、

第３章第１の１の「重点作目別の構想」

の(6)果樹の記載などに限られている。 

 

この基本方針は、土地利用や基盤整備を中心

に記載しており、こうしたハード施策に関連す

る記載の中では県の独自色は打ち出しにくい

ことを御理解ください。    

なお、第３章第３の２農業地帯別の構想で、

生産振興関連の「営農類型」や同章第４の「重

点作目別の構想」では、県農産課が作成してい

る２１世紀おかやま農業経営基本方針や岡山

県水田農業振興方針の記載と整合させており、

この部分は県の独自色が一定程度出ていると

考えています。 

11 

第２の１．「人口は減少傾向にあり、高齢

化が進行し～と予測される。」について 

削除してもよいのではないかと感じ

る。なぜなら、「広域交通網の整備～展開

をすることにより」の部分は、変更前の

「増勢が保たれ」の理由背景を説明して

おり、「都市部への人口の集積」の理由・

背景とは必ずしも言えないのではないか

と感じるからだ。 

人口に関する記載は、農業の担い手の不足や

減少傾向に関連するものであり、必要であると

考えております。 

また、平成 27 年の国勢調査の速報値では、

岡山市や倉敷市では５年前の前回調査に比べ、

人口増加していることから、「都市部への人口

の集積」といった従前の表現のままとしており

ます。 

12 

第２の１．イ 

「暗渠排水」の記載があるということは、

具体的な計画があるという理解でいいで

すか。 

※第３章第１の２．(1)ｱ田の整備も同じ 

現時点で、具体的な計画はありませんが、生

産性の高い土地利用型農業や畑作などの高収

益作物への転換を進めるためには、農地の汎用

化のための暗渠排水を進めていく必要がある

と考えています。 

13 

第２の１． 

南部農業地帯にも中北部農業地帯と同様

に｢飼料作物｣の記載を追加してはどう

か。※中北部農業地帯には「飼料作物」    

の記載がある。第２の２．ウの箇

所 

御意見を踏まえ「飼料作物」の記載を追記し

ます。 

14 

第１章第２の１．オ 

農業及び農業的土地利用の推進方向  

「農道整備」が削除されているのは、計

画が終了したという理解でいいですか。 

 

 

農道整備につきましては、南部農業地帯の北

部の吉備高原地域の井原市、和気町、赤磐市で

農道整備を実施中です。また、中北部農業地帯

の南部の吉備高原地域の新見市で実施してい

た農道整備が H28で完成予定です。農道整備に

係る箇所を間違えておりました。追記と削除を



 行います。 

15 

第１章第２ 

１．オ「北部の吉備高原」、２．ア「南部

の吉備高原」との記載があるが、わかり

にくいのではないか。 

 

吉備高原は、吉備中央町内だけでなく、真庭

市の南部や高梁市など南部農業地帯と中北部

農業地帯との境界一帯に広くまたがっている

ため、こうした表現としています。 

16 

第１章第２の１．カ 

「……棚田は、……確保するとともに、

水田の汎用化等を進め、……」と記載し

ているが、実際、棚田でも水田の汎用化

を進めるのか。 

地域の意向を踏まえた上で、農地の傾斜が厳

しい棚田においても、水稲の他に、麦や大豆な

どの畑作物が栽培できるよう、暗渠排水などを

整備し汎用化を進めていく必要があると考え

ています。 

 

【第２章】 

17 

指定予定地域の規模 

農用地面積の県計が前回から約７５千ｈ

ａ減っているのはなぜか。エリア別にみる

と笠岡地域（819減），吉備中央（793減），

真庭（764 減），美咲（1394 減）で特に面

積の減少が目立つ。それぞれの理由は何

か。 

減少した大きな要因は、農用地から山林原野

への変更によるものです。 

 

18 

中北部農業地帯 

津山地域の農用地面積のみ増加している

理由は何か。増加した津山地域をモデルに

農用地拡大を目指してはどうか。 

 

 主な理由は総合見直しにより、採草放牧地や 

混牧林地以外の山林原野から農用地部分への 

増加によるものです。 

 

【第３章】 

番

号 
御意見等 県の考え方 

19 

第２の３．(1)荒廃農地の解消と適切な保

全管理の支援の中で、「菜の花プロジェク

ト」が削除されているが、興陽高校等継続

して取り組んでいるが、農地保全のため

に、岡山県は対策としないという 

こと 

なのか。削除の理由を聞きたい 

 

引き続き農用地等の保全のための活動とし

て、「菜の花プロジェクト」等、地域や個々の

条件に即した支援策等を広く講じることとし

ておりますが、個別名の表現を一般的なものに

しましたので御理解ください。 

 

 

20 

第３の２．農業地帯別の構想 

中山間地域での集落等を単位とした生

産組織の育成を図る」といった記載がある

が、「法人化」に踏み込んだ記載はでき 

御意見を踏まえ、「法人化」を追記いたします。 

 

 

 



ないか。  

21 

第３の２．農業地域別の構想 

(1)主な営農類型の適応地域について、 

①～④の地域区分は分かりにくいと感じ

る。第１章で「南部農業地帯」、「中北部農

業地帯」として詳細な記述があるが、それ

との関連性を持たせた記述の工夫はでき

ないものか。 

地域区分につきましては、「21世紀おかやま

農業経営基本方針」の岡山県地域区分を使って

いますので御理解ください。 

22 

第３の２．農業地域別の構想 

(1) 主要な営農類型の営農類型番号７と 

８｢果樹専作｣で、ピオーネが２記述あり、

適応地域も同じ理由である。近年の栽培面

積の増加から、シャインマスカットを加筆

してはどうか。 

「21 世紀おかやま農業経営基本方針」に基

づいた営農類型としておりますので御理解く

ださい。 

23 

第３の２．農業地域別の構想 

(1) 主要な営農類型の営農類型番号 16 

「茶」で、新見や高梁でも茶（紅茶）の栽

培が盛んであり、６次産業化に尽力してい

るので適応地域に「中国」を入れてはどう

か。 

営農類型は、「21 世紀おかやま農業経営基

本方針」に基づいており、「茶」は中国山地に

おいて適応地帯となっておりませんので御理

解ください。 

24 

第４の１．重点策目別の構想 

全体的に、(6)「果樹」の表現のように、

「おお！岡山らしいぞ」と 思える部分を

増やしてはどうか。 

岡山県水田農業基本方針や 21 世紀おかやま

農業経営基本方針と整合する記載としており、

御理解ください。 

25 

第４の１．重点作目別の構想 

・作目別の構想の中で、「水稲」や「野

菜」は表現が弱いのではないか。 

・「畜産」は変更点がないようだが、作 

目で強弱をつけているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

・県基本方針の変更については、前回からの

変更点として、「岡山県水田農業振興方針」

の策定や「２１世紀おかやま農業経営基本方

針」の変更に伴い、それらと整合させるよう

変更しています。 

・畜産については、現状とＨ22 当時からは 

考え方に大きな変更がありませんでした。た 

だし、第３章第４の３広域整備構想(5)畜産物 

共同処理施設や、第５の１（１）中国四国酪 

農大学校を加筆等、現状を踏まえて必要な変 

更をしている箇所はあります。 

26 

第４の２．農業地帯別の構想 

(1)エ(2)エ 項目名を「エ 野菜」として

おり、３行目の「この地帯の野菜は」の「の

野菜」を削除して「この地帯は」と、他の

御意見を踏まえて修正いたします。 



記載と揃えてはどうか。 

27 

第５の２．(1)青年等就農資金の活用で、

「制度金融」と記載があるが、「金融制度」

の誤りではないか。 

 

 

「制度金融」には、単にお金を貸すことだけを

意味しているのではなく、「融資相談」、「適

正な事務手続及び窓口対応」、「農業者の経営

拡大・展開を支援」という内容を意味していま

すので、この表現としています。 

28 

第５の２．(3)就農情報の提供と研修制度

を活用した就農支援 

岡山県への移住希望は相変わらず高い

と思う。県北でも、美作市、久米南町あた

りは移住者が多いと聞いており、地域おこ

し協力隊の活動も活発だ。また、津山市、

鏡野町にも移住の窓口ができて、移住体験

ツアーもやっている。 

今後の担い手を考えるときに、もっとはっ

きりと県外からの移住引っ越しの方を想

定したような記述があったほうがいいの

ではないか。 

「本県への就農希望者」の表記には、県外から

の移住を伴う方を含んでいます。 

29 

第５の２．(4)農業高校との連携 

農業を担うべき者の育成及び確保のた

めの活動として、「農業高校との連携」の

項目が加わったことは大変意味がある。記

載を２行のみでなく、もう少し踏み込んで

重要性を加筆してほしい。 

 

 

御意見を踏まえ、「担い手施策に関する情報

の共有化や育成目標等についての意見交換を

行い、農業高校と連携した担い手の確保に努め

る。また、農業高校の生徒が理解と親しみを持

って農業に取り組み、将来県農業を支える人材

として活躍できるよう、栽培実習への支援や、

先進農家との交流などの取組を進める。」に修

正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

〈その他の意見〉 

番

号 
御意見等 県の考え方 

30 

中間管理機構等、実施団体は、農地保全

の為の効果的なアプローチ（手段）につい

て、角度を変えて検討する必要があると感

じています。 

例えば、荒廃農地の持ち主に対して、５

月の税（土地税）の通知支払書の郵送の際、

農地バンク等の案内を同封する等、縦割り

行政の枠を超えて横断的に取り組むこと

で、農地の確保につながると思います。 

今後の取組の参考とさせていただきます。 

 

31 

 

岡山には地方創生に取り組む賢人が各

市町村に Iターンで入ってきています。 

彼らは、自分で農業をする人もいれば、農

家をまとめるコーディネーターもいます。

農地保全・確保は農家だけでなく、そのよ

うなコーディネーターの意見もヒアリン

グしてみると良いと思います。 

今後の取組の参考とするよう関係課へ伝え

ます。 
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岡山県農業振興地域整備基本方針変更の概要

（注）下線部分が変更箇所

第１章 確保すべき農用地等の面積その他の農用地等の確保に関する事項

第１ 確保すべき農用地等の面積その他の農用地等の確保の基本的考え方

１ 確保すべき農用地等の面積の目標

Ｈ２６：５６．１千 ha → Ｈ３７：約５３千 ha
２ 諸施策を通じた農用地等の確保のための取組の推進

・ 農地中間管理機構による認定農業者等の担い手に対する農地の集積・集約化

の促進、地域コミュニティによる活動や生産条件が不利な中山間地域等におけ

る営農の継続に対する支援、農地法に基づく遊休農地に関する措置などの各種

施策を通じ荒廃農地の発生抑制・再生・有効利用を推進する。

・ 農地転用を伴う農用地区域からの除外を行う場合には、効率的かつ安定的な

農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障が生じないことなど、

より適切かつ厳格な運用を図る。

第２ 農業上の土地利用の基本的方向

南部地帯、中北部地帯に分け、農業的土地利用と非農業利用との地域に応じた

調整を図る。

第２章 農業振興地域の位置及び規模

・ 指定予定地域の規模 総面積：５３１，６１１ ha
第３章 基本的事項

第１ 農業生産基盤の整備及び開発に関する事項

１ 整備及び開発の方向

・ 整備を推進するとともに、施設の長寿命化を図り、既存施設を有効に活用す

るストックマネジメントを推進する。

２ 農業地帯別の構想

・ 農地集積の推進や生産性の向上などを図るため、地域ニーズに沿った整備を

行う。

３ 広域整備の構想

・ 市町村整備計画と連携を保ち、効果的・広域的な整備を推進する。

第２ 農用地等の保全に関する事項

１ 保全の方向

・ 荒廃農地の発生の抑制と再生・利用に努めるとともに、地域住民を含めた多

様な主体の参画によって、保全・管理を図る。

２ 保全のための事業

・ 各種農地防災事業の実施、荒廃農地の整備・復旧等による保全・管理に努め

る。

３ 保全のための活動

・農協、企業等による営農、意欲ある多様な農業者への農地の集積、農地・水・

環境保全への活動支援、中山間地域等直接支払制度の活用により農地の保全・有

効利用を促進する。



第３ 農業経営の規模拡大及び農用地等の総合的な利用の促進に関する事項

１ 総合的な利用の促進の方向

・ 人・農地プランの見直しを支援し、その実現に向け、農地中間管理事業等の各

種施策を活用して、担い手の農地の集積・集約化を進める。

２ 農業地帯別の構想

・ 新たな農業参入が期待される企業や農協など、多様な担い手体制を構築するな

ど、地域の特性を生かした営農を確立し、農地の有効利用を図る。

・ 主要な営農類型：水稲・麦複合など２２類型

第４ 農業の近代化のための施設の整備に関する事項

１ 重点作目、農業地帯別の構想

・ 消費者ニーズに対応した品種選定や、高品質・高付加価値化を進める。また、

米、麦、大豆等については、農地集積による規模拡大や高性能機械の導入を進め

ることにより、生産の効率化やコスト低減を図る。特に、果樹については、白桃、

マスカット、ピオーネを中心に供給力の強化を図るとともに、関西圏・首都圏・

海外への PR戦略を積極的に展開し販路拡大を進める。
２ 広域整備の構想

・ 農協の広域化に伴う既存施設の再編や能力増強など効率的な利用及び青果物情

報提供システムを活用した青果物の有利販売を促進する。

第５ 農業を担うべき者の育成及び確保に関する事項

１ 施設の整備の方向

・ 農業普及指導センターや農業大学校の実践的な研修制度の充実等を通じ、新規

就農者等の確保を図りながら、意欲ある経営体の育成に努める。

２ 育成及び確保のための活動

・ 青年等就農計画の目標達成に必要な資金制度の活用、優良農地の利用集積等の

支援対策を推進する。

・ 就農相談会や技術習得研修会等により、就農希望者に就農情報を発信するとと

もに円滑な就農と定着を進める。

第６ 農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項

１ 安定的な就業の促進の目標

・ 農地の集積・集約化を促進し、認定農業者の育成や企業等の農業参入の促進に

よる担い手の確保を図るとともに、兼業農家の安定的就業環境を確保する。

２ 就業機会の確保のための構想

・ 新たな地場産業の展開や６次産業化、工業等の計画的導入により農業従事者の

就業機会を確保する。

第７ 良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項

１ 生活環境施設の整備の必要性

・ 誰もが住みたい農村づくりを目指して、生活環境施設の整備を推進する。

２ 生活環境施設の整備の構想

・ 景観等の地域資源を活用し、個性的で魅力ある地域づくりを推進し、地域住民

や都市住民にとって豊かで潤いのある施設を整備する。



【岡山県】

平成２６年    ５６．１千ha 平成３７年    約５３千ha

・国が示した設定基準に基づき算定

①農用地区域内農地
　からの除外

△０．６千ha
④農用地区域への編入
　促進

+０．０１３千ha

②荒廃農地の発生等 △４．１千ha ⑤荒廃農地の発生抑制 +０．８千ha

⑥荒廃農地の再生 +０．８千ha

減少合計③
（①＋②）

△４．７千ha
増加合計⑦

（④＋⑤＋⑥）
+１．６千ha

差し引き⑧
（③＋⑦）

△３．１千ha

【参考：国】

平成２６年      ４０５万ha 平成３７年      ４０３万ha

農用地区域内農地からの除
外

△７．６万ha 農用地区域への編入促進 +６．９万ha

荒廃農地の発生 △８．６万ha 荒廃農地の発生抑制 +２．８万ha

荒廃農地の再生 +４．５万ha

減少合計⑨ △１６．２万ha 増加合計⑩ +１４．２万ha

差し引き（⑨＋⑩） △２．０万ha

これまでのすう勢が今後も継続した場合の平成３７年ま
での農用地区域内農地の減少

施策効果による平成３７年までの農用地区域内農地の
増加

農用地区域内の農地面積の目標

⇒

これまでのすう勢が今後も継続した場合等の
平成３７年までの農用地区域内農地の減少

施策効果による平成３７年までの農用地区域
内農地の増加

⇒
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  第１章 確保すべき農用地等の面積その他の農用地等の確保に関

する事項 

 

第１ 確保すべき農用地等の面積その他の農用地等の確保の基本的考え方 

 

１．確保すべき農用地等の面積の目標 

  本県の耕地面積は、昭和３６年をピークとして減少を続け、平成２６年現在は６６．８千

ヘクタールであり、過去のすう勢が今後も継続した場合は減少傾向が続くものと見通される。 

  農地は農業生産にとって最も基礎的な資源であり、食料自給率の向上と、安全で安心な食

料の安定供給の確保を図る観点から、集団的に存在する農地や農業生産基盤整備事業の対象

地等の優良な農地を、農用地区域として設定するとともに、当該農地を良好な状態で維持・

保全し、その有効利用を図ることが必要かつ重要である。 

  また、農地の確保と有効利用は、県土の保全、水源の涵
かん

養、自然環境の保全、良好な景観

の形成、地域文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生じる多面的機能の適

切な発揮を図る上でも必要である。 

  以上の状況を踏まえ、各種施策の積極的な推進により、必要な農地の確保及びその有効利

用に努めるとともに、特に、農業振興施策を計画的かつ集中的に実施する一方で転用を原則

として認めない区域である農用地区域については、今後とも、農用地等を可能な限り保全・

確保することを旨として、農用地区域に係る制度の適切な運用を図るものとする。 

  確保すべき農用地等（農用地区域内農地）の面積については、基準年となる平成２６年現

在で５６．１千ヘクタールであるが、優良な農地の確保とその有効利用に向け、農業振興地

域制度の適切な運用と次に掲げる諸施策を通じた農用地等の確保のための取組を積極的に推

進することにより、平成３７年には約５３千ヘクタールの確保を目指すものとする。 

 

２．諸施策を通じた農用地等の確保のための取組の推進 

  農用地等の確保については、特に農地を中心として次の方向で進める必要がある。 

 (1) 農地の保全・有効利用 

   農地中間管理機構による認定農業者等の担い手に対する農地の集積・集約化の促進、地

域コミュニティによる活動や生産条件が不利な中山間地域等における営農の継続に対する

支援、農地法（昭和 27年法律第 229号）に基づく遊休農地に関する措置、荒廃農地の再生

利用活動への支援等により荒廃農地の発生抑制・再生・有効利用を推進するものとする。 

 (2) 農業生産基盤の整備 

   農業生産基盤整備事業等農業経営の基盤の強化の促進に必要な施策は、原則として農業

振興地域の農用地区域を対象として行うものとし、農地中間管理機構との連携を図りつつ

農地の大区画化、汎用化や畑地かんがい施設の整備を推進するとともに、農業用用排水施

設の機能の安定的な発揮のための補修・更新を実施する等、地域の特性に応じた農業生産

基盤の整備・保全管理を通じ、良好な営農条件を備えた農地の確保を推進する。 

   その際、現状が農用地区域外の土地であっても当該土地を含めて整備を行うことが適当

と認められるものについては、当該土地を積極的に農用地区域に編入するものとする。 

 (3) 非農業的土地需要への対応 

   やむを得ず非農業的土地需要へ対応するため、農地転用を伴う農用地区域からの農地の

除外を行う場合には、農用地区域内農地の確保を基本とし、農用地区域内以外に代替すべ

き土地がなく、かつ、農業上の効率的な利用や、効率的かつ安定的な農業経営を営むもの

に対する農用地の利用の集積に支障が生じないことなど、より適切かつ厳格な運用を図る

こととする。また、公用公共用施設の整備や市町村の振興に関する計画、都市計画等他の
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土地利用計画との調整を図る必要が生じた場合は、可能な限り早期の段階で農用地区域の

変更要件を満たすよう調整を行い、農地の保全と計画的な土地利用の確保に努めるものと

する。 

   なお、農業振興地域整備計画については、計画的な実施が重要であり、その変更は、農

業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号。以下「法」という。）第 12 条の

２の規定により、おおむね５年ごとに実施する基礎調査等に基づき、計画を総合的に見直

す等、地域整備計画の適正な管理に努めるものとする。 

 (4) 交換分合制度の活用 

   法第 13条の２の交換分合は、市町村における農業振興地域内にある土地の農業上の利用

と他の利用との調整に留意して農業振興地域内における農用地等として利用すべき土地の

農業上の利用を確保するとともに、農業振興地域内における農用地の集団化その他農業経

営の基盤の強化に資することを目的として行うものである。 

   農用地区域内の土地の農業上の利用を確保するため農用地利用計画の変更を行うに当た

って、当該変更に係る土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者等の意向を踏ま

え、この交換分合制度を積極的に活用するものとする。 

 (5) 推進体制の確立等 

   法第４条に定める農業振興地域整備基本方針の策定・変更、法第８条及び第９条に定め

る農業振興地域整備計画の策定・変更に当たっては、地域の振興及び地球温暖化対策に関

する計画との調和等制度の円滑かつ適正な運用を図ることとし、このため、関係部局間の

連絡調整体制を整備するとともに、必要に応じ幅広く関係団体等の意見を求めるものとす

る。 

 (6) 農業振興地域整備計画の策定・変更 

   農業振興地域整備計画の策定・変更に当たっては、農業振興地域制度を適正に運用し、

編入要件を満たす農地を編入するとともに、特に、転用目的が非農業である除外に際して

は、厳格化された農地転用の許可基準に従って、転用の抑制に努める。また、手続につい

ては、農業振興地域整備計画案を策定・変更する理由を付して縦覧し、市町村の住民から

の意見書の提出の機会を付与することにより手続の公正性・透明性の向上を図り、地域の

合意の下で各種農業振興施策を計画的かつ円滑に推進するものとする。 
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第２ 農業上の土地利用の基本的方向 

 

１．南部農業地帯 

  本地帯は、瀬戸内海に面した県の南部一帯であり、吉井川、旭川、高梁川の県内三大河川

の下流域に広がる平野部を中心に、内海の島しょ部、県中北部の丘陵部にまたがる地帯で、

総面積は県土のおおむね４割を占めている。温暖寡雨の典型的な瀬戸内式気候で、沖積層、

花崗岩等が分布している。耕地は、肥沃な水田を中心とする広大な平野部、その北部の丘陵

部には樹園地、畑が広がり、中北部地帯に比べ概して農業立地条件に恵まれており、収益性

も高い。 

  この地帯に含まれるほとんどの市町は、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）に基づく都

市計画区域が指定され、市街化区域と市街化調整区域の区域区分や用途地域等の決定がなさ

れており、さらに全ての市町で農業振興地域の指定を受け、計画的な土地利用を図っている。 

  人口は減少傾向にあり、高齢化が進行し少子化が定着する中では、増加は見込み難い。今

後は、広域交通網の整備、産業の振興などの施策の積極的な展開をすることにより、都市部

への人口の集積傾向が続くものと予測される。 

  また、県南新産業都市区域、吉備高原地域テクノポリス開発計画地域、備後工業整備特別

地域等に指定され、県外からの企業誘致や地場企業の高度化などへの取組を積極的に図って

きた地域である。産業形態としては、本県産業の先導的役割を果たしている水島工業地帯を

中心とする基礎素材型産業が主体であり、中北部地帯に比べ商工業の集積度が高く、農業の

収益性も高い。また、瀬戸大橋、山陽自動車道、中国横断自動車道岡山米子線、岡山空港等

の整備に伴い、「人・もの・情報 」が行き交う交流拠点としての優位性を一段と高めている。 

  今後、広域交通網の整備や水島港など港湾の機能強化など、交通・物流基盤の強化が進め

られることにより、西日本の交通の結節点としての優位性を生かした企業誘致や起業化の促

進等が図られ、さらに発展するものと予測されている。 

  こうした社会経済情勢により、県内産業の均衡のとれた振興を図るため、今後増加が見込

まれる産業用地等については、秩序ある土地利用のもとで、農業的利用と非農業的利用との

十分な調整を行い、優良な農地の維持・保全に努めるものとする。 

 

  農業及び農業的土地利用の推進方向 

  ア 吉井川、旭川、高梁川の下流沿岸流域に広がる沖積平坦部の水田は、良好な土地条件

と優れた団地性を有するとともに、基幹用排水施設が整備され、集団的な農地として利

用し得る条件を備えている。今後はさらに農地の大区画化や汎用化の整備等を進め、水

稲のほか、大豆、麦、野菜等の栽培を推進することによって、効率的な利用を図る。 

    また、岡山市、倉敷市等の市街地周辺では都市近郊的立地条件を生かした野菜、花き

等集約的で高収益な園芸農業を展開することで農地の効率的な利用を図る。 

  イ 瀬戸内海沿岸の干拓地の水田や畑は、肥沃な土壌と優れた団地性を備え、かつ、基幹

用排水施設の整備が実施され、優良な農地としての土地条件が整っている。水田は、汎

用化のための用排水分離や暗渠排水を進め、水稲のほか、大豆、麦、野菜、飼料作物等

の栽培を推進することにより、効率的な利用を図る。 

  ウ 瀬戸内海沿岸の丘陵地の農地は、緩やかな傾斜を有し、露地野菜、果樹、花きの栽培

を中心に利用されている。一部地域ではかんがい施設の整備が実施されているものの、

農地の水源はため池が主体であることから、干ばつの被害を受けやすいため、今後とも、

ため池改修等を推進することにより、農地の効率的な利用を図る。 

  エ 岡山平野の北部丘陵地帯の農地は、古くから樹園地として利用されており、一部地域

ではかんがい施設の整備が実施されていることから、今後も果樹栽培を中心に農業上の

利用を確保する。 

  オ 北部の吉備高原は、ほ場整備が実施された水田に加え、かんがい施設が整備された畑



4 

地が比較的多い集団的な農地で、水稲のほか、野菜、果樹等が栽培されている。今後と

も、農道整備を推進するとともに、新規作物の導入等を進め、農地の効率的な利用を図

る。 

  カ 山麓部及び山間部に分布している棚田は、地形条件や地域ニーズ等を踏まえた農業生

産基盤整備等を計画的に進め、集団的な農地として利用を確保するとともに、水田の汎

用化等を進め、効率的な利用を図る。 

  キ 丘陵部の山林原野等については、今後、肉用牛の通年方式による放牧や草地の再生・

利用を含めた開発を実施し畜産の振興を図る。 

 

２．中北部農業地帯 

  本地帯は、県下の三大河川により細分化された上流地域に位置し、中部丘陵地帯から中国

山地南麓地域にかけ変化に富んだ地形を形成しており、総面積は県土のおおむね６割を占め

ている。中部は概して温暖寡雨で花崗岩、石英粗面岩等が分布し、北部は、日本海式気候に

近い積雪寒冷地帯であり、花崗岩、秩父古生層等が分布している。 

  また、耕地は吉備高原、津山盆地、美作台地、蒜山高原等のなだらかな広がりを持つ地域

を主体として河川、山林など複雑な地形の中に分散しているが、地形的制約から南部地帯よ

り畑地の構成比の高い地域が多い地帯である。 

  土地利用については、全ての市町村で農業振興地域の指定を受け、さらに一部の市町村に

おいては、都市計画法第８条第１項で定める用途地域の指定がなされ、計画的な利用を図っ

ている。 

  この地帯は、農林業が基幹産業であるが、中国横断自動車道岡山米子線や中国縦貫自動車

道等広域交通網の整備により関西圏への近接性が高まり、この立地条件を生かして、県外か

らの企業誘致を積極的に推進している。 

  人口は減少傾向にあり、過疎化、高齢化が進行している。過去のすう勢からすると今後も

この傾向は続くものと予測されるが、今後、広域交通網の整備が進められ、地場産業の技術

力の向上にも波及効果のある県外からの企業誘致や既存企業の活性化や起業化、公的産業団

地等を核とした商工業の振興等が見込まれ、将来の発展性が期待される地域である。 

  こうした社会経済情勢により、今後の農村における土地利用は、広域交通網や内陸工業団

地等の企業誘致に伴う都市化の進展に対して、地域の特性を踏まえ、長期的視点に立って農

業的土地利用と非農業的土地利用の整序化を通じた調整を図り、農業、農村の活性化に努め

るものとする。 

 

  農業及び農業的土地利用の推進方向 

  ア 南部の吉備高原は、ほ場整備が実施された水田やかんがい施設が整備された畑地が比

較的多く、集団的な農地として整備されており、水稲、野菜、果樹等が栽培されている。

しかし起伏が多い複雑な地形であり、集団的な農地としての利用を一段と高めるために、

新規作物の導入等を進め、農地の効率的な利用を図る。 

  イ 山麓部及び山間部に分布している棚田は、地形条件や地域ニーズ等を踏まえた農業生

産基盤整備等を計画的に進め、集団的な農地として利用を確保するとともに、水田の汎

用化等を進め、効率的な利用を図る。 

  ウ 吉井川水系の本流及び各支流沿いに広がる水田は、ほ場整備等の水利条件の整備が実

施されており、集団的な農地となっている。今後とも水田の汎用化等により一層大豆、

飼料作物等を栽培し、効率的な利用を図る。 

  エ 旭川水系の本流及び各支流沿いに広がる水田は、比較的団地性を有し、一部地域では、

ほ場整備が実施され、水田の汎用化等が図られている。その他の農業生産基盤整備が進

んでいない地域では、新たな基盤整備の推進や新規作物の導入を進め、農地のより一層

の効率的な利用を図る。 
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  オ 北東部の緩傾斜丘陵地帯で農地造成によって整備された優良な畑では、葉たばこ、果

樹、畜産等の団地化に努めてきたが、担い手の高齢化等により荒廃農地が発生してきて

いる。今後はこれらの地域においては、農業生産基盤の再整備を実施するとともに新規

作物の導入を進め、農地のより一層の効率的な利用を図る。 

  カ 中国山地の比較的団地性を有している水田は、ほ場整備等が実施され、水稲のほか、

水田の汎用化等による大豆や花き等新規作物の導入を通じて、農地の効率的な利用を図

る。特に、山間部にある棚田は、地形条件や地域ニーズ等を踏まえた農業生産基盤整備

等を推進する。 

  キ 中国山地で農地造成によって整備された集団性の高い優良な畑は、夏季冷涼な気象条

件を生かすとともに、野菜などの輪作体系の確立等により、効率的な利用を図る。 

  ク 山間地域の山林原野等については、採草放牧地の造成や肉用牛の夏山冬里方式等の放

牧により効果的な利用を図る。 

  ケ 蒜山高原はなだらかな高原地帯であり、水田は、ほ場整備等も実施され、水稲のほか、

野菜、飼料用作物等の作付けも盛んであることから、今後とも効率的な利用を図る。 

    また、畑地や草地については、野菜と飼料作物との輪作を支援することにより効率的

な利用を図る。 
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  第２章 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位

置及び規模に関する事項 

 

 本県における農業振興地域として指定することを相当とする地域（以下「指定予定地域」と

いう。）の位置及び規模はおおむね下表のとおりとする。 

 

 

農  業 

地 帯 名 

 

指定予定 

地 域 名 

 

指定予定地域の範囲 

指定予定地域 

の  規  模 

 

備考 

総面積 農用地 

面 積 

南  部 

農業地帯 

岡山地域 

（岡山市） 

岡山市のうち、都市計画法に

基づき定めた市街化区域、臨

港地区、流通業務地区及び規

模の大きな森林等を除いた区

域 

ha 

60,163 

ha 

(16,404) 

 

倉敷地域 

（倉敷市） 

倉敷市のうち、都市計画法に

基づき定めた市街化区域、臨

港地区及び規模の大きな森林

等を除いた区域 

 

19,180 

 

(4,846) 

 

玉野地域 

（玉野市） 

玉野市のうち、都市計画法に

基づき定めた市街化区域及び

臨港地区等を除いた区域 

 

6,588 

 

(  986) 

 

笠岡地域 

（笠岡市） 

笠岡市のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域、臨港地区及び規模の大

きな森林等を除いた区域 

 

10,597 

 

(1,745) 

 

井原地域 

（井原市） 

井原市のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域等を除いた区域 

 

23,174 

 

(2,889) 

 

総社地域 

（総社市） 

総社市のうち、都市計画法に

基づき定めた市街化区域及び

規模の大きな森林等を除いた

区域 

 

19,806 

 

(2,614) 

 

備前地域 

（備前市） 

備前市のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域、臨港地区及び規模の大

きな森林等を除いた区域 

 

20,142 

 

(  932) 

 

瀬戸内地域 

(瀬戸内市) 

瀬戸内市のうち、港湾法に基

づき定めた臨港地区及び規模

の大きな森林等を除いた区域 

 

11,216 

 

(3,165) 
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農  業 

地 帯 名 

 

指定予定 

地 域 名 

 

指定予定地域の範囲 

指定予定地域 

の  規  模 

 

備考 

総面積 農用地 

面 積 

南  部 

農業地帯 

赤磐地域 

（赤磐市） 

赤磐市のうち、都市計画法に

基づき定めた市街化区域及び

規模の大きな森林等を除いた

区域 

ha 

17,970 

ha 

(3,037) 

 

浅口地域 

（浅口市） 

浅口市のうち、都市計画法に

基づき定めた市街化区域及び

規模の大きな森林等を除いた

区域 

 

5,431 

 

(1,214) 

 

和気地域 

（和気町） 

和気町のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域及び規模の大きな森林等

を除いた区域 

 

11,710 

 

(1,294) 

 

早島地域 

（早島町） 

早島町のうち、都市計画法に

基づき定めた市街化区域及び

流通業務地区等を除いた区域 

 

390 

 

(  159) 

 

里町地域 

（里庄町） 

 

里庄町全域  

1,223 

 

(  255) 

 

矢掛地域 

（矢掛町） 

矢掛町のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域及び規模の大きな森林を

除いた区域 

 

8,836 

 

(1,358) 

 

吉備中央 

地  域 

(吉備中央町) 

吉備中央町のうち、都市計画

法に基づく都市計画区域内の

用途地域及び規模の大きな森

林等を除いた区域 

 

23,993 

 

(2,626) 

 

地 帯 計 （15市町  15地域） (240,419) (43,524)  

中 北 部 

農業地帯 

津山地域 

（津山市） 

津山市のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域及び規模の大きな森林等

を除いた区域 

 

34,296 

 

(6,537) 

 

高梁地域 

（高梁市） 

高梁市のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域及び規模の大きな森林等

を除いた区域 

 

48,600 

 

(4,202) 

 

新見地域 

（新見市） 

新見市のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域及び規模の大きな森林等

を除いた区域 

 

65,715 

 

(4,584) 
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農  業 

地 帯 名 

 

指定予定 

地 域 名 

 

指定予定地域の範囲 

指定予定地域 

の  規  模 

 

備考 

総面積 農用地 

面 積 

中 北 部 

農業地帯 

真庭地域 

（真庭市） 

真庭市のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域及び規模の大きな森林等

を除いた区域 

ha 

48,327 

ha 

(7,253) 

 

美作地域 

（美作市） 

美作市のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域、自然公園法の国定公園

の特別保護地区及び規模の大

きな森林等を除いた区域 

 

31,520 

 

(3,904) 

 

新庄地域 

（新庄村） 

新庄村のうち、自然公園法の

国立公園の特別保護地区及び

規模の大きな森林を除いた区

域 

 

2,717 

 

(  420) 

 

鏡野地域 

（鏡野町） 

鏡野町のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域及び規模の大きな森林を

除いた区域 

 

23,152 

 

(2,618) 

 

勝央地域 

（勝央町） 

勝央町のうち、都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域を除いた区域 

 

5,037 

 

(1,598) 

 

奈義地域 

（奈義町） 

 

奈義町のうち、規模の大きな

森林等を除いた区域 

 

3,321 

 

(1,043) 

 

西粟倉地域 

(西粟倉村) 

西粟倉村のうち、自然公園法

の国定公園の特別保護地区及

び規模の大きな森林等を除い

た区域 

 

1,281 

 

(  156) 

 

久米南地域 

(久米南町) 

 

久米南町のうち、規模の大き

な森林を除いた区域 

 

7,564 

 

(1,637) 

 

美咲地域 

（美咲町） 

 

美咲町のうち、規模の大きな

森林等を除いた区域 

 

19,662 

 

(2,225) 

 

地 帯 計 （12市町村  12地域） (291,192) (36,177)  

県 計  （27市町村  27地域） (531,611) (79,701)  

（注）農用地面積は、農業振興地域内にある農地と採草放牧地の合計面積で、確保すべき農用

地等の面積の目標の達成状況に関する調査に基づく平成 26年 12月１日現在の数値 
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  第３章 基本的事項 

 

第１ 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 

 

１．農業生産基盤の整備及び開発の方向 

  食料の安定供給の確保や持続的な農業の展開のためには、農業生産にとって基礎的な農地

や農業水利施設等の改善が重要である。そのためには、地域の合意形成を図るとともに、環

境との調和や生物多様性の保全に配慮しながら、地域の特性を生かしたきめ細やかな農業生

産基盤整備を推進する必要がある。 

 (1) 農業生産基盤整備の対象区域 

   原則として農用地区域を対象に農業生産に必要な農業用水の確保や農地の整備とともに

農道の整備を実施する。 

 (2) 本県の農業の特性を踏まえた農業生産基盤整備事業の推進 

   南は瀬戸内海から北は中国山地に展開する多様な農業経営を支援するため、環境との調

和や生物多様性の保全に配慮し、地形条件・自然条件など地域特性を生かした農業生産基

盤整備を推進する。また、今後は、高度成長期に造成した土地改良施設が耐用年数を迎え、

施設の適切な維持管理と更新が重要となってくることから、施設の長寿命化を図り、既存

施設を有効に活用するストックマネジメントを推進する。 

 

２．農業地帯別の構想 

 (1) 南部農業地帯 

  ア 田の整備 

    南部の平坦地においては、担い手への農地集積を推進するとともに、生産性の更なる

向上や農地の有効利用を図るため、水田の大区画化や大豆、麦、野菜等への生産転換を

促進する排水施設や暗渠排水などの農業生産基盤の整備を推進する。また、整備におい

ては、新技術や省力・低コスト技術の導入、ＩＣＴ技術を活用した用水管理や営農、水

利情報の提供体制の構築などに積極的に取り組む。 

  イ 畑及び樹園地の整備 

    冬季温暖な瀬戸内海沿岸に展開する畑作・果樹地帯においては、担い手の育成・強化

を図るため、生産性の向上、栽培管理の省力化、経営規模の拡大等を目的としたかんが

い施設や暗渠排水等の整備を推進する。 

  ウ 草地・飼料畑の整備 

    土地基盤に立脚した経営体を育成するため、既耕地や荒廃農地等の活用と併せて、草

地・飼料畑の整備を推進する。 

 (2) 中北部農業地帯 

  ア 田の整備 

    南部の平坦地では、担い手の確保や集落営農の推進を図るため、農地集積や水田の大

区画化・汎用化などの優良な営農条件の確保に向けた生産基盤整備を進める。 

    また、中山間地域では過疎化・高齢化等により著しく集落機能が低下しており、農業

生産活動の継続のために地形条件や地域ニーズ等に沿った農地や農道、農業用排水路の

整備を進める。特に、棚田は、水源の涵
かん

養や自然環境の保全に加え、良好な景観の形成

等の多面的機能が十分発揮できるよう、実情にあったきめ細やかな整備を行う。 

  イ 畑及び樹園地の整備 

    夏季冷涼な中国山地を中心に展開する畑作・果樹地帯においては、担い手の育成・強

化を図るため、生産性の向上、栽培管理の省力化、経営規模の拡大等を目的としたかん

がい施設や暗渠排水等の整備を推進する。 



10 

  ウ 草地・飼料畑及び放牧用施設の整備等 

    土地基盤に立脚した経営体を育成するため、既耕地や荒廃農地等の活用と併せて、草

地・飼料畑造成等による飼料生産基盤の拡大を積極的に推進する。特に中山間地域では、

山林原野等の放牧利用を図るため、放牧用施設等の整備を推進する。 

 

３．広域整備の構想 

  地域の実情、経済的条件等から市町村の区域を越えて事業を推進することが農業水利施設

の保全、農地の大区画化や汎用化の推進、農道の整備・保全等において効果的である場合は、

市町村農業振興地域整備計画と有機的な連携を保ちつつ、広域的な農業生産基盤整備を推進

するものとする。 

 (1) 農業水利施設の保全 

   農業用水の安定供給と施設の維持管理の負担軽減を図るため、国営及び県営の事業によ

り整備された基幹的農業水利施設について、営農の実態を考慮した上で、生産性の向上、

管理の省力化、農業経営の合理化と近代化を目的とした整備を推進する。 

 (2) 農地の大区画化や汎用化の推進 

   農業の生産性を向上させるため、農地の大区画化や汎用化を積極的に推進する。また、

取組に当たっては、地域の特性に応じた土地利用型農業や高付加価値型農業の展開を目指

す。 

 (3) 農道の整備・保全管理 

   広域農業主産地を形成する地域の流通機構の改善、高生産性農業の推進、農業の近代化

等のため、基幹的な農道の整備と既存農道の保全管理を実施する。 

 

  



11 

第２ 農用地等の保全に関する事項 

 

１．農用地等の保全の方向 

  農業は、農用地を活用し、安定的に農産物を供給するとともに、農業生産活動等を通して

生じる県土の保全、水源の涵
かん

養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有し

ており、その機能の適切な発揮が期待されている。しかし、本県においても、担い手の減少

や高齢化とも相まって荒廃農地が増加しており、農業生産活動の継続によりその発生を抑制

するとともに、荒廃農地の解消に向けて再生・利用と保全管理に努め、多面的機能の増進と

農業生産力の維持・向上を図る必要がある。 

  中山間地域等の生産条件の不利な地域では、その不利性を克服し、荒廃農地の発生を抑制

するために、集落協定に基づく持続的な保全活動への支援と土地条件や生産条件に応じた生

産技術の開発と農業生産基盤の整備を推進し、多面的機能の適切な発揮に資する必要がある。 

  一方、本県では災害が比較的に少ないものの、大雨や台風等による災害に対して農用地の

維持・保全を図るためには、今後とも、ため池や排水施設の整備、地すべり防止対策等を計

画的に推進する必要がある。 

  また、農用地の維持・保全を図る上で重要な農業用水等の適切な保全・管理は、農村地域

では過疎化、高齢化、混住化等に伴う集落機能の低下により困難となっている。このため、

農業者だけでなく地域住民を含めた多様な主体の参画によって、保全・管理を図っていく必

要がある。 

 

２．農用地等の保全のための事業 

  県土の保全、水源の涵
かん

養、自然環境の保全など、農用地等は、農業生産活動を通して生じ

る多面的機能を有しており、安心して暮らせる安全な農村づくりと美しく魅力ある県土づく

りを推進するため、各種農地防災事業や農業生産基盤整備事業を実施し、これら農用地等を

保全する必要がある。 

 (1) 農用地等の土壌浸食や崩壊等を防止するための防災施設整備等の事業 

   災害を受けやすい農地や農業用施設を守るため、危険な箇所や老朽化し機能低下した施

設の点検に努めるとともに、緊急を要するものから重点的、計画的に整備を推進する。 

   農業用水の安定供給と県土の保全に資するため池については、自然生態系を保全しつつ

整備を推進するとともに、県南地域においては、周辺の都市化の進行に伴う立地条件の変

化による湛水被害を防止するため、排水機や樋門などの排水施設の整備を推進する。 

 (2) 農業生産基盤整備事業等による荒廃農地の整備・復旧 

   荒廃農地は、農地の区画整理を行うほ場整備区域に編入し、周辺農地と一体的に整備・

復旧を図る。 

 

３．農用地等の保全のための活動 

 (1) 荒廃農地の解消と適切な保全管理の支援 

   農地の保全・有効利用対策としては、荒廃農地の発生の抑制、再生・利用と保全管理を

中心とした解消を図ることとし、市町村と農業委員会は、荒廃農地の実態を把握し、再生

利用に努め、農地の保全・有効利用を促進する。 

   支援策として、認定農業者等の担い手への農地の集積を基本に、新規就農者の確保・育

成、定年帰農者や作業受託組織への支援、農協や企業等による営農、都市住民による市民

農園等の利活用、和牛やヤギの放牧、景観作物の導入など地域や個々の条件に即した対策

を講じる。 

 (2) 地域共同活動、環境保全型農業への支援 

   農業者だけでなく地域住民を含めた多様な主体の参画による、農地・農業用水等の適切

な保全・管理に資する基礎的な活動と生産資源の向上に資する施設の長寿命化などの活動
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や農村環境の向上に資する活動、地球温暖化防止等に効果の高い環境保全型農業への取組

を支援する。 

 (3) 意欲ある多様な農業者への農地の集積・集約化の促進 

   農業従事者の減少や高齢化により担い手が減少傾向にある中で、農地を有効に活用し、

農業生産の拡大を図っていくため、農地中間管理事業等を活用して認定農業者等への農地

の集積・集約化を促進し、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業

構造を実現する。 

 (4) 集落協定に基づく中山間地域等の持続的な保全活動 

   中山間地域等の農村では、高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条

件が不利であることから、担い手の減少、荒廃農地の増加等により、多面的機能が低下し、

県民にとって経済的損失が生じることが懸念されている。 

   このため、多面的機能の良好な発揮を図るため、生産条件の不利を補正するための支援

を行う中山間地域等直接支払制度の活用により、農業生産活動を通して多面的機能を確保

するとともに、荒廃農地の発生の抑制、再生・利用を含め、農地の保全・有効利用を促進

するものとする。 

 (5) 景観農業振興地域整備計画の活用 

   市町村による景観法（平成 16年法律第 110号）に基づく景観農業振興地域整備計画の策

定を推進し、農業振興地域内において、景観と調和のとれた良好な営農条件の確保と農山

村地域に特有な景観の保全・創出を図る。 
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第３ 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の

効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項 

 

１．農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率

的かつ総合的な利用の促進の方向 

  集落や地域での徹底的な話合いにより、人と農地の問題を解決するための人・農地プラン

の見直しを関係機関が連携して支援するとともに、その実現に向け、農地中間管理事業等の

各種施策を活用して、担い手への農地の集積・集約化を進める。 

 (1) 関係機関等との連携 

   市町村、農地中間管理機構、農協等の関係機関と十分に連携して地域農業の将来像であ

る人・農地プランの見直しを積極的に支援する。また、農業関係試験研究機関、農業普及

指導センター等による指導体制を整備するとともに、「岡山県担い手育成総合支援協議会」

等と相互に十分な連携を図り、農業経営基盤の強化を促進する。 

 (2) 農地中間管理事業等の活用 

   人・農地プランの実現に向けては、農地中間管理事業等の規模拡大を推進するための施

策の積極的な活用を市町村や地域へ働きかけ、担い手への農地の集積・集約化を推進する。 

 

２．農業地帯別の構想 

  南部を中心とした干拓地に代表される平坦地等の広がりのある地域においては、農地の利

用調整を通じて集約化などにより個別経営の規模拡大を進める。 

  このうち、特に、管理の熟度が向上した経営については、必要に応じて、法人形態（一戸

一法人）への移行を誘導する。 

  中北部の中山間地域においては、担い手不足が顕著であるため、集落等を単位とした生産

組織の育成や法人化の推進を図るとともに、高収益・高付加価値作物の積極的な導入による

複合経営で所得向上を誘導する。 

  また、中北部に多い畜産を基幹とする経営では、高能力牛の飼育を基本に、飼養管理の省

力化を推進するとともに、飼料生産基盤の拡大・充実に努めて飼料自給率の高い経営を目指

す。 

  さらに、園芸を中心とした畑作地域においては、高品質安定生産技術を確立し、所得向上

を目指すように誘導するとともに、離農者の園地は積極的に担い手や新規就農者への流動化

を推進し、産地の維持拡大を図る。 

  なお、これらの取組によっても担い手の確保が見込めず、荒廃農地の発生防止・解消が困

難な地域においては、従来の担い手に加えて、新たに農業への参入が期待される企業や農協

などの多様な主体が地域農業の担い手となる体制を構築し、農地の有効利用を図る。 

 (1) 主要な営農類型 

  ＜モデル策定の前提条件＞ 

   所得目標及び労働時間：主たる従事者１人当たりの年間農業所得目標はおおむね５００

万円とし、年間総労働時間は１,９００時間程度とする。 

   生産方式：おおむね１０年後を目標として、実現可能な栽培飼養技術による適正で合理

的な体系とする。 

   適応地域：地域の特性を生かした営農を確立するため、気候、標高、地形等から県内を 

        ①岡山平野、②吉備高原、③津山盆地、④中国山地の４地域に区分し、営農

類型ごとに適応地域を設定する。 
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番号 営 農 類 型 作   目 経営規模 適応地域 

１ 水稲・麦複合 水稲 

ビール大麦 

  32.0ha 

  40.0ha 

岡山 

２ 水稲・麦・作業受託複合 水稲 

小麦 

  20.0ha 

  12.0ha 

吉備･津山 

３ 水稲・大豆・複合 水稲 

大豆 

  20.0ha 

  12.0ha 

全域 

４ 水稲・飼料用稲 水稲・飼料用稲   35.0ha 全域 

５ 果樹専作 もも    1.0ha 岡山･吉備 

･津山 

６ 果樹専作 ぶどう（ﾏｽｶｯﾄ･ｵﾌﾞ･ｱﾚｷ

ｻﾝﾄﾞﾘｱ 紫苑） 

   0.6ha 岡山 

７ 果樹専作 ぶどう（ﾋﾟｵｰﾈ ｵｰﾛﾗﾌﾞ

ﾗｯｸ） 

   1.0ha 全域 

８ 果樹専作 ぶどう（ピオーネ）    1.0ha 岡山･吉備 

･津山 

９ 野菜専作 なす    0.2ha 岡山 

10 野菜専作 トマト    0.3ha 吉備･中国 

11 野菜専作 いちご    0.2ha 岡山･吉備 

･津山 

12 野菜専作 はくさい キャベツ    3.0ha 全域 

13 野菜専作 レタス    2.1ha 岡山 

14 花き専作 りんどう    0.6ha 吉備･津山 

･中国 

15 花き専作 スイートピー    0.3ha 岡山 

16 茶専作 茶    5.0ha 吉備･津山 

17 酪農専作 乳用牛（ホルスタイン）    50頭 全域 

18 酪農専作 乳用牛（ジャージー）    80頭 全域 

19 肉用牛専作 肉用牛（繁殖･黒毛和

種） 

   60頭 全域 

20 肉用牛専作 肉用牛（肥育･黒毛和

種） 

  200頭 全域 

21 養豚専作 豚（繁殖肥育一貫）   100頭 全域 

22 養鶏専作 鶏（採卵）  50千羽 全域 

（注）適応地域の区分 岡山：岡山平野、吉備：吉備高原、津山：津山盆地、中国：中国山地 
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 (2) 目標経営規模 

   農業経営において他産業従事者と均衡する年間総労働時間（主たる従事者１人当たり

１,９００時間程度）の水準を達成しつつ、地域の他産業従事者並みの生涯所得に相当する

年間農業所得（主たる従事者１人当たりおおむね５００万円）を確保することができるも

のとする。 

 (3) 農地の集積・集約化の推進 

   担い手への農地集積目標を達成するため、市町村、農業委員会、農協、農業委員会ネッ

トワーク機構、農地中間管理機構等の農地流動化施策を実施する団体、機関が、農地集積

目標面積、農地集積対象者、流動化対象農地等を共通の目標として設定し、連携しながら

それに基づいて各事業を総合的に実施する。 

   また、農地中間管理機構が農地を借り入れ、まとまった形で再配分を行う農地中間管理

事業の積極的な推進を図るとともに、規模拡大を図る認定農業者等に対する低利融資制度

の実施等により大規模経営体の育成や活動を支援する。 

 (4) 農地の効率的な利用の促進 

   生産性の向上を図るために、区画整理、用排水路等の基盤整備を実施するとともに、農

業経営基盤強化促進事業及び農地中間管理事業の積極的な活用によるほ場の集約化や、農

地流動化の促進による先進的経営の規模拡大を促進させる。 

   なお、地域だけでは農地としての維持が困難な場合には、ＮＰＯ法人やボランティア団

体、農協、企業等の営農活動を支援していくともに、都市住民等が利用する市民農園など、

農地の多面的利用についても提案していく。 

 (5) 農業生産組織の活動の促進 

   各種事業を効率的に活用するなど農業生産組織の活動を促進し、農業経営の規模拡大や

総合的な農地の利用促進を図る。 
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第４ 農業の近代化のための施設の整備に関する事項 

 農業の近代化のための施設の整備について、南部、中北部各農業地帯の重点作目別の方向性

を示すとともに、広域的に整備が必要な施設についての構想を示す。 

 なお、施設の整備、更新に当たっては、省エネルギー設備等の導入を検討するなど、地球温

暖化の原因である温室効果ガスの排出削減にも配慮する。 

 

１．重点作目別の構想 

 (1) 水稲 

   消費者が求める付加価値の高い米、業務用米など、用途に応じた需要量を把握し、生産

者への情報提供を通じて、主食用米や飼料用米等の適正な規模の作付けを推進する。また、

農地集積による規模拡大や法人化、省力・低コスト技術やＩＣＴ等の先進技術の導入、経

営管理能力の向上等により、収益性の高い経営感覚に優れた担い手の育成を進める。 

   このため、規模拡大や効率的利用が可能な高性能機械や省力・低コスト栽培用機械の導

入を進めるとともに、大規模乾燥調製施設や共同育苗施設等の基幹施設については、運営

の見直しや再編による複数施設での機能分担など、効率的な施設運営体制の整備を図る。 

 (2) 麦類 

   水稲や大豆との二毛作として大規模経営体や集落営農組織へ積極的に推進し、土地利用

率の向上による所得の確保を図るとともに、施肥技術の改善や基本技術の励行等により、

実需者ニーズに即した高品質麦の安定生産を進める。また、農地集積や作業受託等による

規模拡大や農業機械・施設の共同利用、高性能機械の導入を進め、生産の効率化とコスト

低減を図る。大規模乾燥調製施設については、運営の見直しや再編による複数施設での機

能分担など、効率的な施設運営体制の整備を図るとともに、施設がない地域においては広

域的な出荷体制を整備する。 

 (3) 大豆 

   水田の利用率向上につながる重要な作物であることから、集落営農組織等による作付け

の団地化を推進するとともに、省力機械化体系の技術開発や施設整備、排水対策、土づく

りの徹底、基本技術の励行により、収量・品質の向上を図る。また、出荷調製施設の整備

等による産地供給力の強化を図る。 

 (4) 野菜 

   食の安全・安心や健康に関する意識の高まり、景気の低迷による消費者の低価格化志向、

生活スタイルの変化を受けた加工・業務用野菜の需要の増加等、消費者ニーズは多様化が

進んでいる。 

   このような状況に対応し、高品質な野菜を安定的に供給する産地を育成・強化するため、

水田の排水対策等の基盤整備による野菜生産ほ場の確保や、ハウス等の生産施設、集出荷

貯蔵施設等の整備を推進する。 

 (5) 花き 

   花の生産と消費の現状は、国内の花き産業が縮小傾向にあることから、新たな需要の創

造などにより、安定的な生産・販売の展開が求められている。 

   このため、多様化する消費者ニーズに対応した高品質花きの安定生産を図るほか、オリ

ジナル品種を核とした優良種苗供給体制の整備を進める。さらに、施設化を進めるととも

に省力化技術を導入し、一層高品質な花きを安定供給できる産地体制を整備し、活力ある

花き産業を展開する。 

 (6) 果樹 

   県産果物の柱となる白桃、マスカット、ピオーネの改植や産地の維持・発展に向けた施

設整備等の取組を支援すること等により「くだもの王国おかやま」の供給力強化を図ると

ともに、関西圏・首都圏・海外へのＰＲ戦略を積極的に展開し、販路を拡大していくこと

で、将来につながる攻めの果物振興を推進する。 
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   また、多彩で個性豊かな「くだもの王国おかやま」のより一層の飛躍に向けて、消費者

ニーズに即した品種として期待が大きい「おかやま夢白桃」「オーロラブラック」「シャイ

ンマスカット」等次世代フルーツの面的にまとまった生産力の高い産地の育成を図る。 

 (7) 畜産 

  ア 乳用牛 

    良質な牛乳・乳製品を適正な価格で安定的に供給するため、岡山県酪農及び肉用牛生

産近代化計画を基に、既耕地の効率的な利用及び飼料生産基盤の整備を行うとともに、

効率的で安定的な酪農経営の維持発展を図るため、環境に配慮しながら近代化施設を整

備する。 

  イ 肉用牛 

    品質に優れた牛肉を適正な価格で安定的に供給するため、岡山県酪農及び肉用牛生産

近代化計画を基に、既耕地の効率的な利用及び採草放牧地の造成等により飼料生産基盤

の拡大を図るとともに、環境に配慮しながら低コスト牛舎等の施設整備を推進する。 

  ウ 豚 

    生産性の高い企業的経営を育成するため、優良種豚の導入による肉質の向上と斉一化

をはじめ、人工授精の普及定着や省力的な飼育管理による低コスト生産及び繁殖肥育一

貫生産を推進するとともに、環境に配慮しながら近代化施設を整備する。 

  エ 採卵鶏 

    需要に見合う生産を基本として効率的・衛生的な飼育管理を推進し、価格安定対策を

講じながら生産性の向上と採卵経営の安定に努めるため、環境に配慮しながら近代化施

設を整備する。 

  オ 肉用鶏 

    安全で高品質な鶏肉の供給を基本として効率的・衛生的な飼育管理により生産性と品

質の向上に努めるため、環境に配慮しながら近代化施設を整備する。 

 

２．農業地帯別の構想 

 (1) 南部農業地帯 

  ア 水稲 

    主力品種である「アケボノ」等は、業務用として安定した需要があり、規模拡大によ

るコスト低減と多収穫技術など収量向上を追求し、生産拡大を進めてコスト競争力を高

める。また、農地集積による規模拡大や法人化、省力・低コスト技術の導入、経営管理

能力の向上等により、収益性の高い経営感覚に優れた担い手の育成を進める。 

    このため、規模拡大や効率的利用が可能な高性能機械や省力・低コスト栽培用機械の

導入を進めるとともに、大規模乾燥調製施設や共同育苗施設等の基幹施設については、

運営の見直しや再編による複数施設での機能分担など、効率的な施設運営体制の整備を

図る。 

  イ 麦類 

    効率的な土地利用型農業と需要に応じた生産拡大を図るため、需要に対して不足して

いる二条大麦については生産拡大と品質向上を、小麦については収量の安定化と品質向

上を推進する。また、大規模乾燥調製施設については、運営の見直しや再編による複数

施設での機能分担など、効率的な施設運営体制の整備を図る。 

  ウ 大豆 

    集落営農組織等による作付けの団地化を推進するとともに、低コスト化、収量・品質

の向上のため、基本技術の励行と省力化技術に係る機械・施設の整備を図る。 

  エ 野菜（なす、はくさい、キャベツ、いちご、たまねぎ、レタス等） 

    この地帯は、瀬戸内の温暖な気候を生かし、なす・いちご等の施設野菜や、はくさい・

キャベツ等の露地野菜の生産が盛んに行われており、水田を活用した大規模な野菜産地
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を育成するため、排水対策等の基盤整備を行うとともに、必要な集出荷貯蔵施設等を整

備し、高品質な野菜を安定的に供給する産地を育成する。 

  オ 果樹 

   (ア)もも 

     ももは、本県ならではの高品質で長期安定出荷が可能な品種構成への見直しによる

産地育成と気象変動に対応した生産安定対策等について推進する。また、新たな担い

手確保・育成を図り、経営規模拡大等による供給力強化を進める。 

   (イ)ぶどう 

     ぶどうは、今後とも高品質かつ安定した供給が重要であり、産地維持のための技術

の継承や着色向上のための老木樹の更新に加え、有望品種の面的にまとまった産地育

成等を図る。 

  カ 花き 

    温暖な瀬戸内の自然条件を生かし、冬から春の作型を中心とした、スイートピーなど

の消費者ニーズに対応した品目の産地拡大を図る。また、安定供給技術や省エネルギー

対策技術を導入し、一層高品質な花きの安定供給を図る。 

  キ 畜産 

    安全で高品質な畜産物を適正な価格で安定的に供給するため、土地条件の制約が比較

的少ない地域では大規模な企業的経営を展開する。 

    このため、環境に配慮しながら地域の実情に応じた飼料生産基盤の整備を推進すると

ともに近代化施設の整備を促進する。 

 (2) 中北部農業地帯 

  ア 水稲 

    主力品種である「あきたこまち」「コシヒカリ」「きぬむすめ」は、おいしさやこだわ

りを追求した生産対応を図る。また、農地集積による規模拡大や法人化、省力・低コス

ト技術の導入、経営管理能力の向上等により、収益性の高い経営感覚に優れた担い手の

育成を進める。担い手確保が困難な地域等においては集落営農の組織化・法人化を推進

するとともに、経営の多角化を進める。 

    このため、規模拡大に応じた共同利用が可能な高性能機械や省力・低コスト栽培用機

械の導入を進めるとともに、大規模乾燥調製施設や共同育苗施設等の基幹施設について

は、運営の見直しや再編による複数施設での機能分担など、効率的な施設運営体制の整

備を図る。 

  イ 麦類 

    近年生産が拡大し、加工品開発などの地産地消の取組が進んでいることから、更なる

需要の拡大と生産振興を進める。また、乾燥調製施設の広域的な運営体制の整備を図る。 

  ウ 大豆 

    実需者ニーズに対応した安定生産を進め、優良系統（黒大豆）による品質の安定化、

省力機械化体系の技術確立と普及、出荷調製施設の整備等を図る。 

  エ 野菜（トマト、きゅうり、アスパラガス、だいこん等） 

    この地帯は、夏季冷涼な気候を生かし、トマト、きゅうり、アスパラガス、だいこん

等の生産が盛んに行われており、ハウス等の生産施設や集出荷貯蔵施設等の整備により、

高品質な野菜を安定的に供給する産地を育成する。 

  オ 果樹 

   (ア)もも 

     ももは、本県ならではの高品質で長期安定出荷が可能な品種構成への見直しによる

産地育成と気象変動に対応した生産安定対策等について推進する。また、新たな担い

手確保・育成を図り、経営規模拡大等による供給力強化を進める。 

   (イ)ぶどう 
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     ぶどうは、今後とも高品質かつ安定した供給が重要であり、産地維持のための技術

の継承や着色向上のための老木樹の更新に加え、有望品種の面的にまとまった産地育

成等を図る。 

   (ウ)なし 

     既存産地の体質改善（地力増強、土地基盤整備）と春先の低温等の気象変動に対応

した高品質果実の生産を推進する。 

  カ 花き 

    夏季冷涼な準高冷地や中山間地域の気象条件に合った、りんどうなどの特色ある花き

を導入し、産地規模拡大に取り組むとともに、一層高品質な花きの安定供給を図る。 

  キ そば 

    地場消費や加工品開発を促進し、流通対策の強化による販路開拓を推進する。 

  ク 畜産 

    安全で高品質な畜産物を適正な価格で安定的に供給するため、中山間地域など土地条

件の制約が大きい地域では、家族経営を中心として地域特性に応じた他作物との複合経

営を展開し、付加価値の高い畜産経営を実現するなど効率的で安定的な畜産経営の維持

発展を図る。 

    このため、環境に配慮しながら地域の実情に応じた飼料生産基盤や近代化施設の整備

を促進する。 

  ケ その他 

   (ア)茶 

     良質茶の生産を振興するため、栽培・加工技術の向上を進めるとともに、生産性向

上を図るため、農業生産基盤整備による専用茶園の造成、栽培管理機械、共同加工施

設などを整備する。 

   (イ)葉たばこ 

     葉たばこは経営的に安定した作物であり、収量・品質の向上を図るとともに、既存

施設の再編整備や効率的利用による生産性の向上を推進する。 

 

３．広域整備の構想 

 (1) 米麦大規模乾燥調製貯蔵施設の整備 

   米麦の乾燥調製コストの低減、流通の合理化、ロットの拡大、品質の均質化等を図るた

め、農協の広域化に伴う既存施設の再編、能力増強や広域的連携による効率的な利用を推

進する。 

 (2) 野菜広域流通拠点施設 

   広域化による産地再編や産地間連携による出荷ロットの大型化・周年化、高速交通網に

対応した輸送体系の整備を図るため、鮮度保持や集配機能を備えた広域流通拠点施設（集

出荷等）を整備する。 

 (3) 青果物情報ネットワークの強化 

   産地・出荷団体・市場間を連結した市況情報、販売実績、全国情報、営農情報等を提供

する青果物情報提供システムを活用し、青果物の有利販売に結び付ける。 

 (4) 生乳共同出荷施設の効率的利用 

   将来的な指定生乳生産者団体の統合による生乳の広域流通も視野に入れ、既存施設の利

活用による集送乳コストの低減や品質管理の強化を推進し、生乳流通の安定を図る。 

 (5) 畜産物共同処理施設 

   流通コストの低減と合理的な価格形成に資するため、既存の生乳処理加工施設及び産地

食肉加工施設の適正な管理と運営を推進する。また、広域たい肥処理センターの整備及び

機能強化を図り、良質たい肥の利活用を推進する。 

  



20 

第５ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項 

 

１．農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備の方向 

 (1) 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備の状況 

   県内９か所にある農業普及指導センターや農業大学校を本県農業の先進的な担い手を育

成する中心的施設として位置付け、農業経営に必要な最新技術の習得支援や創造性あふれ

る経営者能力を養成するための実践的な研修等を実施する。 

   なお、酪農業については、本県が出えんする公益財団法人中国四国酪農大学校での実践

教育を通じて、将来の担い手を育成確保する。 

 (2) 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備の基本的方向 

   他産業から新たに農業を目指す者等、多様なルートを通じて就農を目指す者に対し、ニ

ーズに応じた研修が可能となるよう、施設や研修体制の整備を進め、新規就農者等の確保

を図りながら意欲ある経営体の育成に努め、県内９か所にある農業普及指導センターや農

業大学校、就農予定地域において実践的かつ体系的な技術・知識の研修を実施するに当た

り必要な施設等を整備する。 

 

２．農業を担うべき者の育成及び確保のための活動 

 (1) 青年等就農資金の活用 

   株式会社日本政策金融公庫が、市町村から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農

者に対し、その計画の目標達成のために必要な資金を無利子、長期償還で貸し付ける制度

金融により支援を行う。 

 (2) 生産基盤となる農地の円滑な取得 

   他産業従事者並みの所得水準を達成するためには、規模拡大、生産コストの低減を目指

して、優良農地の集積等生産基盤の確保が必須条件であり、その支援対策の活用を推進す

る。 

 (3) 就農情報の提供と研修制度を活用した就農支援 

   本県への就農希望者に県農業の魅力や就農支援制度などを就農相談会等を通じ幅広く発

信するとともに、関係機関・関係団体と協働で実施する技術習得研修等を活用し、就農希

望者の円滑な就農と定着を進める。 

 (4) 農業高校との連携 

   担い手施策に関する情報の共有化や育成目標等についての意見交換を行い、農業高校と

連携した担い手の確保に努める。また、農業高校の生徒が理解と親しみを持って農業に取

り組み、将来県農業を支える人材として活躍できるよう、栽培実習への支援や、先進農家

との交流などの取組を進める。 
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第６ 第３に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項 

 

１．農業就業者の安定的な就業の促進の目標 

  本県においては、総販売農家数の多くは兼業農家であり、他産業に従事する兼業農家の安

定的な就業促進対策が課題となっている。 

  このため、地域の特性に応じ、農業生産基盤の整備や農山漁村活性化施設の整備、農地中

間管理機構による農地の集積・集約化を促進し、認定農業者の育成や企業等の農業参入の促

進による多様な担い手の確保・育成等を図るとともに、商業や工業などの地場産業の振興等

によって、兼業農家が地元で安定的に働ける就業環境を確保することにより、都市等への流

出防止に努めるものとする。 

 

２．農村地域における就業機会の確保のための構想 

  １の目標を踏まえ、農村地域における就業機会の確保を以下のとおり図っていくものとす

る。 

 (1) 農林水産物加工・販売施設の整備（高付加価値） 

   農林水産物をさらに付加価値の高い商品に加工し、販売する農業の６次産業化を進め、

雇用の場の確保を図る。 

 (2) 地域特産品の活用による安定的な就業の促進 

   商業や工業など他産業と連携し、県産農林水産物を利用した新たな商品の開発や販路拡

大に取り組む農商工連携を推進し、新たな地場産業の創出と雇用の確保を図ることにより、

農業従事者の安定的な就業機会の確保を図る。  

 (3) 農村地域工業等導入促進法等に基づく企業の計画的導入 

   農村地域工業等導入促進法（昭和 46年法律第 112号）等に基づき、農村への工業、物流

業等の計画的な導入を図り、農業従事者の安定的な就業機会の確保を図る。 

 (4) 観光面と連携した農業の推進 

   豊かな自然環境と美しい景観、県土・自然環境保全などの農山村が有する多面的機能に

対する県民の理解のもと、農山村と都市との交流を幅広く継続的に行い、新たな地域産業

の展開による就業機会の拡大を図る。 
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第７ 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保

するための施設の整備に関する事項 

 

１．生活環境施設の整備の必要性 

 (1) 農村地域における生活環境施設の整備の状況 

   農村地域においては、兼業化・混住化が進行する中で、住民の職業選択や生活意識はま

すます多様化し、また、高齢化や過疎化による担い手不足が深刻となるなど、農業・農村

を取り巻く状況は、より一層厳しくなっていることから、今後も生活の拠点である農村集

落においても良好な生活環境を確保するため、生活環境施設の整備を進める必要がある。 

 (2) 生活環境施設の整備の基本方向 

   これまでに整備された各種施設の有効利用やその施設を生かすためのソフト面の充実に

努めながら、新たに整備する施設においては、その地域の歴史・伝統文化資源等を考慮し

つつ、地域住民の意見を取り入れながら生活の質的な向上を図るため、誰もが住みたい農

村づくりを目指すものとする。 

   また、施設の整備に当たっては、適正な維持管理が行われるとともに、農用地の利用計

画との調整を図り、優良農地の保全に留意するものとする。 

 

２．生活環境施設の整備の構想 

 (1) 適正かつ効率的な施設の配置 

   整備の緊急度の高い施設の整備については、適正な利用圏を設定した施設の配置と、利

用見込み人口等を考慮した規模とする。また、利便性の観点から農道、一般道路等との関

連性にも十分留意して配置、整備するものとする。 

 (2) 農村地域の特性を生かした施設整備 

   自然、歴史、文化、景観等の地域資源を活用し、個性的で魅力ある地域づくりを進める

施設とするとともに、農業者はもとより、地域住民にも良好な生活環境の確保を図り、都

市住民にとっても憩いの場となるよう十分に配慮するものとする。 

 (3) 集会施設、農村広場、農村公園等の整備の推進 

   農業者はもとより、都市住民とのつながりとふれあいの中で、地域住民にとって、豊か

で潤いのある日常生活を享受できる施設を整備するものとする。 

 

 

 


